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山口県
平 成

報号外第 号別冊
年 ７ 月 日

包括外部監査の結果に基づく措置の通知に係る事項

山 口 県 監 査 委 員



第１

第２

平成 年度包括外

包括外部監査の特定事件

一般会計の補助金の財務の執

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

部監査の結果に基づ

（そ の １

行について

措置

果

き措置した内容等に

）

措 置 の

ついて

内 容

１

条

適

助

総括事項

山口県の場合、補助金全体を

例が制定されていない。

国の補助がらみの法律補助に

正化法が適用されることにな

一方、地方自治法第 条の２

理由と補助金適正化法の表現

（主

総括するような規則・

ついては当然、補助金

る。

に規定されている補

は異なっている。

全

これ

一的

で、

金毎

等が

務課 総務部財政課）

ての補助金の執行に共通する

を総括する規程を設けること

な判断基準の明示に資すると

個々の補助金の補助目的が不

に交付要綱等で一元的に定め

、複数の規程に分散され、補

基本的事項について、

は、県全体における統

の観点もあるが、一方

明確となったり、補助

ている事務手続の方法

助金の交付を受けよう

え

実

と

は

え

２

県の補助はいずれの法律趣旨

られるがほとんどの補助金が

施されている。これらの解釈

して、また補助金要綱を総括

制定されている補助金条例を

る。

個別事項

も取り入れていると考

いきなり要綱等により

指針あるいは実務指針

する規程として他県で

制定した方がよいと考

とす

も考

がら

る事業者にとって、逆に分か

えられることから、他県での

、引き続き検討を行う。

りづらくなる等の問題

対応状況も参考としな

学事文書課が所管する補助

ア 私立学校運営費補助事業

概算払いによる補助金

「当該履行があった日の

ことになっているが、実

になっている。このため

が実質上困難である。

金 （主

の会計年度所属区分は

属する年度とする。」

績報告書の提出は５月

年度内に精算すること

私

受け

表等

は、

に作

に係

務課 総務部学事文書課）

立学校振興助成法第９条に規

る学校法人は、同法第 条に

を県に提出しなければならな

私立学校法第 条において会

成することとされているため

る実績報告書も、時期を合わ

定する経常費補助金を

より決算に係る財務諸

い。これらの財務諸表

計年度終了後２月以内

、本県の運営費補助金

せて提出させているも

運営費補助金充当率に

校振興助成法第４条（２

れていることから同様な

る。運営費補助金が補助

していることからすれば

連続して充当率が ％を

ない。

ので

ついて、県は、私立学

分の１以内）が定めら

基準を目安としてい

対象経費の ％までと

、特定の学校について

超過することは妥当で

私

助率

き、

量に

％

成

率を

ある。

立学校振興助成法には、県が

についての規定がないため、

その時の社会情勢や県の重点

より決定されるものであるが

を超過している学校や学校間

年度の運営費補助金の配分基

引き下げる見直しを行った。

行う運営費補助金の補

助成法の趣旨に基づ

施策を踏まえた県の裁

、連続して充当率が

格差の解消のため、平

準において、最高傾斜

実績報告書の補助対象

費支出、経費支出及び設

不要である。

現在の配分基準では、

否かで補助金に影響があ

額な人件費の有無の検討

教職員と役員との兼務

按分の妥当性について検

経費の充当内訳（人件

備関係支出）の記載は

平

教職員人件費が高いか

ることから、不当に高

が必要となる。

平

が報

を調

の場合の役員報酬との

討する必要がある。

平

取扱

成 年度分実績報告書から記

成 年度において、高額な人

われる配分基準のあり方につ

査し、検討する。

成 年度に配分基準の見直し

いについても検討する。

載不要とした。

件費の抑制や経営努力

いて、国や他県の状況

を行う中で、人件費の

外国人教師の補助額について、限度額を超え 平成 年度補助金において、当該交付済額と正当交付



て補助しており、計算誤りである。 額との差額を精算した。

実績報告書と決算書に

る。

実績報告書から補助活

ものがある。

実績報告書関係資料２

訳に共通して発生すると

項目をあらかじめ記入し

差異のある高校があ 実

動費が除かれていない 実

の補助対象外経費の内

考えられる支出区分の

ておくべきである。

補

覧表

お、

かじ

績報告書と決算書の照合を徹

績報告書と決算書の照合を徹

助対象外経費の科目や内容は

を作成して学校法人に示して

項目が多いため、実績報告書

め盛り込むことは実務上困難

底した。

底した。

多岐にわたるため、一

いるところである。な

関係資料２の表にあら

である。

高校特色教育のモデル

告書及び研究報告書が往

らず、検査がなされない

されている。

サ 実績報告書添付の請求

いものがあるので、記載

シ 公認会計士と連絡を密

査をしやすいよう計算書

事業について、実績報

査日現在提出されてお

まま補助金の決定がな

モ

つい

務処

書に日付が入っていな

を指導すべきである。

平

にし、県が補助金の審

類の作成について要望

計

善点

デル事業は国の直轄事業とな

て報告書の速やかな提出を徹

理に努めた。

成 年度分実績報告書から指

算書の作成方法において、補

があれば、公認会計士との協

ったが、同種の事業に

底するなど、適正な事

導している。

助金の審査上有効な改

議も検討する。

していいのではないか。

ス 事業計画書は予算配分

はなく、むしろ、実績報

書類を分析することの方

る。

セ 運営経費のほとんどが

研究経費など本来必要と

されないような学校にこ

の点では必要なもので

告の提出と同時に計算

が有効であると考え

特

を審

者の

人件費に充当され教育

考えられる経費が捻出

のまま補助を継続して

平

が報

色ある学校づくり事業など学

査した上で補助金の交付決定

事業計画書の提出は必要書類

成 年度において、高額な人

われる配分基準のあり方につ

校の各年度の事業内容

を行うため、補助対象

と考える。

件費の抑制や経営努力

いて、見直しを行う。

いくことについて、公平

あると考える。教職員割

助金の配分基準を生徒１

等検討する必要がある。

また、人件費割合が異

ても、教育研究経費が捻

がある。

ソ 現在の配分基準では、

性の観点からは問題で

については、運営費補

人当たりで同額とする

常に高い幼稚園につい

出されないという問題

個々の学校の経営状況 同上。

や財政状態を反映した指

ず、生徒の確保や経費削

ずしも報われるとは言え

省の私立大学への補助制

学補助を検討していただ

タ 県が目標とする特色あ

いう観点から、この補助

価指標が必要であると考

標が採用されておら

減に努力した学校が必

ない。県は、文部科学

度の動きに注目して私

きたい。

る私学づくりの誘導と

金についての結果の評

える。

指

事例

標の設定に工夫を要すると思

等を調査の上検討していく。

われるので、全国的な

特色教育分は計画によ

支出されているが、実績

翌年度の減額要因とされ

あると考える。

イ 私立高校生奨学事業

奨学金の返還滞留金の

ていない。

審査文書が残されてい

る金額が補助金として

による精算がされず、

ている。検討の必要が

当

の補

るが

管理状況が毎月なされ 毎

ない。 審

該年度内精算が実務上困難で

助金の配分において精算額を

、より適切な処理方法がない

月、返還滞留金等の状況報告

査文書を保存し、適正に審査

あることから、翌年度

調整しているものであ

か検討していく。

を求めることとした。

することとした。

年度末の残高を把握し、前年度繰越金残高を 補助金の支出においては、前年度の繰越金残高を考慮



考慮した補助金の支出が必要である。 する。

要綱の目的とする費用

費であり、表現としては

財団に資金の余剰が発

できるような規定の検討

る。

この奨学金は貸与であ

れるべきであるため、県

督する義務があると考え

とは貸与金額及び事務

不適当である。

要

更し

生した場合、県に返還

が必要であると考え

財

る規

り貸与金として管理さ

としても管理状況を監

る。

年

し、

金の

綱改正により「貸与事業費及

た。

団に余剰金が発生した場合に

定の明文化を検討する。

１回開催される返還促進委員

返還滞留金の削減に取り組ん

管理状況を定期的に把握し、

び事務費」に表現を変

返還させることができ

会に委員として出席

でいるが、今後も貸与

県として管理監督して

ウ 私立高校生特別就学補助

返金状況を明らかにする

統一したほうがよい。

エ 私立高等学校就職指導専

要綱に補助経費の内容が

載すべきである。

オ 県内進学率向上支援事業

いく

金

ためには返金の表示を 平

示方

門員活用事業

明らかになるように記 補

指導

。

成 年度において、対象とな

法を統一することとした。

助経費の内容については、別

専門員の報酬等の支払いにつ

る期間がわかるよう表

に「私立高等学校就職

いて」で定めている。

年度末に作成されたパ

書では、その発行時期・

い。事業計画書の審査が

せざるを得ない。

実績報告書には、費用

類は添付されておらず、

交付目的に定めている

大学等で実施すべきこと

ンフレットが事業計画

配布時期が明らかでな

不十分であったと判断

平

容を

格な

の内容を立証する証憑

審査ができない。

平

う改

大学等の魅力向上は各

であり、行政が立ち入

個

はな

成 年度からは、事業計画書

明記させるよう改善するとと

審査を実施した。

成 年度事業の実績報告から

善した。

々の大学等の魅力向上のため

く、県内大学等の魅力向上を

に事業の実施時期や内

もに、これに対する厳

証憑類を添付させるよ

に補助しているもので

図ることにより県内の

ることではないと考える

山口県私立大学協会と

成する必要があるのか。

レットを作成し、これら

ことで目的は果たせると

カ 宇部フロンティア大学施

。 若者

県内

ので

してパンフレットを作

各大学で簡易なパンフ

をまとめて袋に入れる

考える。

県

大学

妥当

今後

設整備費補助事業

の定住促進に資するため、私

大学等への進学率向上事業に

ある。

内大学等が共通して取り組む

協会において決定し、その事

と判断したものである。事業

も、交付要綱に照らして適切

立大学協会が取り組む

対して補助しているも

進学率向上事業を私立

業内容について、県が

の内容等については、

に判断する。

補助額は設置費経費の

りがある以上、設置費経

く必要がある。総設置経

含まれているが、根拠が

あるにしろ、趣旨も含め

が考えられるので要綱で

補助金交付申請書及び

の審査資料はない。

３分の１以内という縛

費の範囲を規定してお

費に初年度経常経費が

明らかでない。先例が

判然としなくなること

明示すべきである。

今

等を

補助金交付・決定の際 今

の審

後、同様の事業を実施する場

要綱に明記することを検討す

後、同様の事業を実施する場

査基準を定め、これに基づく

合には設置経費の範囲

る。

合には交付決定等の際

厳格な審査を行うこと

萩国際大学施設整備補

て、市の補助額のウエイ

差が生じ、学校負担に極

る。それぞれの市の政策

が、県の立場からは、費

であるという観点からそ

うな検討資料を作成して

を検

助事業との比較におい

トにより県負担金額に

端に差異が生じてい

等があると思われる

用を公平に負担すべき

の結果説明ができるよ

おくべきである。

市

合い

定し

め、

付す

むを

討する。

の補助事業費は、市の大学誘

や市の財政状況等を踏まえて

たものであり、地域の振興・

市の財政負担軽減を目的に、

る事業の性格上、法人間で負

得ないものと考える。

致等の意向・熱意の度

、市自らがそれぞれ決

活性化等に資するた

その一部を県が市に交

担率に差が出るのはや



キ 萩国際大学施設整備補助事業

校舎の新築等に関し、

た契約方法の妥当性につ

る検査を通じて審査を行

・一定金額以上の契約は

・随意契約の場合は理由

・分割契約は原則禁止し

内容を複数契約する場

・要綱に契約方法を記載

萩学園が業者と締結し 今

いて、県は萩市に対す

う必要があった。

原則競争入札とすべき

を明示すべき

、同一業者が同じ契約

合は理由を明示すべき

し、間接補助先に対し

つい

約の

後、同様の事業を実施する場

て、補助交付先の市に対し指

妥当性について確認を行う。

合には、契約方法等に

導を行うとともに、契

その妥当性を判断でき

添付するよう指導すべ

補助額は設置費経費の

りがある以上、設置費経

く必要がある。総設置経

含まれているが、根拠が

あるにしろ、趣旨も含め

が考えられるので要綱で

る資料を実績報告書に

き

３分の１以内という縛

費の範囲を規定してお

費に初年度経常経費が

明らかでない。先例が

判然としなくなること

明示すべきである。

今

等を

後、同様の事業を実施する場

要綱に明記することを検討す

合には設置経費の範囲

る。

補助の範囲が抽象的で

かにされていない。

補助率は、先行事例と

が、実額としては法人負

公平性に反すると考えら

な法人負担率が反映され

ある。

あり、支出費目が明ら

同じ２分の１である

担に大きな差があり、

れるため、要綱上適正

るように定める必要が

市

合い

定し

め、

付す

むを

の補助事業費は、市の大学誘

や市の財政状況等を踏まえて

たものであり、地域の振興・

市の財政負担軽減を目的に、

る事業の性格上、法人間で負

得ないものと考える。

致等の意向・熱意の度

、市自らがそれぞれ決

活性化等に資するた

その一部を県が市に交

担率に差が出るのはや

萩国際大学施設整備補

いては、大学に直接補助

ている内容を検討し審査

目標水準が当初予定し

効果の半分以下しか達成

当初目標と実績の対比

り、このような単発的な

も評価は可能で、今後の

助事業の事後評価につ

している萩市が実施し

する必要がある。

ていた社会的・経済的

されていない。

が可能な時期に来てお

補助（事業）について

補助行政に活かすこと

萩

発を

され

国際大学については、現在、

されるところであり、今後、

た後、地域振興の観点から評

再生計画に基づき再出

新たな大学として再生

価を行う。

はできる。

また、補助額が多額で

明責任があると判断する

生活衛生課が所管する補助

ア 生活衛生指導助成費補助

相談事業のうち、融資事

他の事業との統合を検討す

人としての収支を検討する

あり、県民に対する説

。

金 （主

金

業・税務相談などは、

る必要があり、財団法

時期ではなかろうか。

生

律（

現状

務課 環境生活部生活衛生課

活衛生関係営業の運営の適正

生衛法）、国の要綱で定めら

では困難である。また、財団

）

化及び振興に関する法

れている事業であり、

法人の運営に関する意

また、経営の健全化は経営

きであり、他の補助との均

特の指導・援助に限るべき

営・金融税務等は中小企業

考える。

イ 生活衛生関係営業振興事

公明性を高めるために

定める必要がある。

者の自助努力に任すべ

衡を考慮すれば業界独

であり、一般的な経

相談等で対応が可能と

見に

く。

業補助金

、経費の範囲を要綱で 各

は現

ついては、全ての法人の今後

生活衛生同業組合で事業が異

状では困難である。

の動向を注視してい

なり、要綱で定めるの

県としても補助金の評価基準を定めておく必 各生活衛生同業組合で事業が異なり、評価基準を定め



要がある。 るのは現状では困難である。

映画の日のキャンペー

レックスの普及等により

と考えられる。

「研修旅行」のような

な団体でも行っており負

ものである。

美容技術講習会は、組

最近増加しているため、

ンは、シネマコンプ

、効果としては不十分

フ

興味

ため

ものは、通常どのよう

担は事業者が行うべき

平

合に加盟しない業者が

均衡を考えると補助金

美

講習

ァン感謝デーの新聞広告掲載

を持ってもらう、また、映画

の に努める。

成 年度以降補助対象外とし

容技術の向上のため、また衛

会は必要である。加入促進に

等、一般の方に映画に

館に足を運んでもらう

た。

生施設の改善向上等、

向けたパンフレット等

の公平性からは問題であ

クリーニングギフト券

ことになる。補助を受け

施するものが多い。

ウ 公衆浴場経営合理化事業

公衆浴場は年々減少し

必要か検討を要する。物

選択することが、一般公

る。 を作

は、値引き販売と同じ

ず、業界等の奉仕で実

平

補助金

ており、助成が今後も

価統制令による料金を

衆浴場経営者の経営悪

風

確保

とは

成し組合員減少への対応に努

成 年度以降補助対象外とし

呂を持たない家庭に入浴機会

することは、必要不可欠であ

難しい。

める。

た。

を提供する公衆浴場を

り、補助を廃止するこ

化と、経営自主性の喪失

討することも必要である

温泉地にある浴場への

検討を要する。

実態調査をし物価統制

討をしてみる時期ではな

を招いていないかを検

。

助成に合理性があるか 地

ため

指導

令そのものについて検

いかと考える。

平

浴場

物

域住民の日常生活における保

に利用される公衆浴場に対し

する。

成 年度に実態調査を行い、

入浴料金統制額の改定を行っ

価統制令については、国の動

健衛生上必要な入浴の

て助成するよう市町を

その結果を基に、公衆

た。

向を注視していく。

風呂のない人の救済と

その目的を担うべきでは

低所得者で風呂を持っ

低所得者保護として平等

仮に物価統制令の適用

増加により補助金相当額

と利子補給を合算して検

いう面からは、公営が

ないか。

現

多く

その

ている家庭との均衡上

かどうか疑問である。

風

浴場

を受けないとして収入

（ここでは合理化事業

討する。）をまかなう

入

招く

助金

在ある公営の浴場は観光等を

、場所も郊外にあるものが多

目的を担うことは、現状では

呂を持たない家庭に低料金で

を確保することは、行政とし

浴金の値上げは利用者の公衆

ことから、試算どおり入浴料

相当額を回収することは難し

目的としているものが

い。このため、公営が

困難である。

入浴機会を与える公衆

て重要な施策である。

浴場利用回数の減少を

金の値上げによって補

い。

とすればどうなるか試算

いか。また、１日の利用

すれば補助金相当額を回

る。これくらいシビアな

必要性を検討しないとい

に対する検討が行われな

を受けることの公平性・

避けて通れない問題であ

をしてもよいのではな

者が平均的に 人増加

収することが可能とな

試算を行い、補助金の

つまでたっても補助金

い。補助金により恩恵

平等性からは、いまや

ると考える。

な

本補

お、物価統制令による料金規

助の対象外である。

制を受けない場合は、

エ 公衆浴場設備等改善資金

助成対象が年々減少して

化事業補助金と同様の問題

オ 水道広域化促進事業

要綱には補助金の交付

い。要綱において補助目

必要がある。

利子補給補助金

おり公衆浴場経営合理

がある。

風

保す

業補

目的が記載されていな

的を具体的に記載する

平

「水

びに

呂を持たない家庭に入浴機会

ることは必要不可欠であり、

助金と同様に補助を廃止する

成 年４月に要綱を改正し、

道用水供給事業及び水道事業

それらの経営基盤の強化を図

を与える公衆浴場を確

公衆浴場経営合理化事

ことは難しい。

補助金の交付目的を

の経営健全化の促進並

る」旨、明確にした。

補助金申請時及び補助金確定時の審査資料に 平成 年度補助金の確定時において、確定決裁文書に



ついてなにをどこまで審査したかの明細を示す 審査内容、審査結果について明記するよう改めた。

文書が作成されていない

要綱第 条は、「補助

団及び構成市町は、当該

用してはならない」と規

て、実績報告書の添付資

とを確認する資料を入手

カ 水道事業高料金対策事業

交付要綱第２条では経

。

金の交付を受けた企業

補助金を他の用途に使

定している。したがっ

料として流用がないこ

すべきである。

企

を求

た。

営健全化のために十分 平

業団及び構成市町から決算確

め、補助金の流用がないこと

成 年度補助金から額の確定

定後に決算資料の提出

を確認することとし

に当たり、経営改善措

な努力をしていると認め

としている。

しかしながら、市町村

善のための措置状況のな

全化を実施したのかが記

ある。報告書が形骸化し

考えられる。具体的な資

してもよりよい補助の方

られるものを補助対象

から提出された経営改

かには具体的に経営健

載されていないものが

ているのではないかと

料の提示があれば県と

法が考えられるかもし

置状

グを

ま

事業

見る

経営

況を具体的に把握するため、

実施することとした。

た、平成 年度補助金の申請

規模・内容、料金水準・コス

ための資料の作成、提出を求

努力について、計数把握にも

市町に対するヒアリン

に当たっては、水道の

ト及び経営の安定度を

めることとし、市町の

努めることとした。

れない。

経営努力についてはい

の事業（末端給水事業）

事業）に区分して記載さ

キ 水道布設整備事業

要綱には補助金の交付目

い。補助金支出の目的達成

ずれの町についても一

、二の事業（用水供給

れていない。

用

の供

に反

力に

的が記載されていな

度を事後的に評価する

平

「水

水供給事業は広域水道企業団

給であり、広域水道企業団の

映されるので、企業団の低コ

ついて、その把握に努める。

成 年４月に要綱を改正し、

道未普及地域の解消を促進し

から関係市町への用水

コストが用水供給単価

スト化のための経営努

補助金の交付目的を

、水道普及率の向上を

ため、要綱において補助目

必要がある。

廃棄物・リサイクル対策課

ア 合併処理浄化槽設置整備

一部の市から提出され

が要綱に定められた様式

理すべき文書番号が記載

がって書類審査に不備が

的を具体的に記載する 図る

が所管する補助金

事業

（主

ている報告書等の様式

に従っていないため処

されていない。した

あったことになる。要

該

よう

」旨、明確にした。

務課 環境生活部廃棄物・リ

当市を指導し、要綱に定めた

適正な改善を行った。

サイクル対策課）

様式で書類を提出する

綱の様式を検討する必要

するなどして文書を特定

要綱に審査・検査の規

新築の家屋については

化槽の設置が義務づけら

り有効に活用すべき家屋

あり、浄化槽未設置家屋

がある。受付印を押印

しておく必要がある。

定がない。 要

行っ

建築確認により当然浄

れる。この補助金をよ

はむしろ既存の家屋で

への設置の広報等が必

本

等を

応じ

綱に額の確定の際の審査・検

た。

事業の実施主体である各市町

活用した広報が行われており

市町に対する助言等に努める

査規定を定め、改善を

においてホームページ

、県としても、必要に

。

要であると考える。

イ 広域最終処分場整備促進

要綱により補助金を支

妥当であるが、補助対象

山口県東部環境保全セン

当該補助金を受け入れ廃

設する前段階の費用とし

理があるものと判断する

対策事業

出することに関しては

となっている財団法人

ターの寄附行為からは

棄物処理センターを建

て運用することには無

。

財

ける

設置

構成

及び

団法人山口県東部環境保全セ

事業内容を「廃棄物の処理及

するために必要な事業」に変

を「寄附金品及び補助金」に

その運用が可能となるよう所

ンターの寄附行為にお

び処分に関する施設を

更するとともに、資産

変更し、補助金の受入

要の改善を行った。

補助金の審査についての記録が残されていな 審査に関する様式を定め、文書により処理するよう適



い。経費の内容を具体的に審査したかは重要な 正な改善を行った。

事項である。具体的にな

で残す必要がある。

ウ ごみゼロやまぐち県民運

サイクル）

当初の補助金申請書提

費の額が 千円であ

認申請書では、 千

なっている。県が作成し

にを審査したのか文書

動促進事業（生ごみリ

出段階では補助対象経

ったが、補助金変更承

円と半分強に減額と

た変更交付決定に関す

入

た。

今

に、

札の経緯について再度確認を

後、同様の補助事業を行う場

入札執行調書、見積書を添付

行い、資料整理を行っ

合には、変更承認の際

書類として求め、内容

る審査書を見ると、入札

てあり、また、当初予定

れてはいるが、それに至

ない。減額幅が大きいこ

市において入札したのか

をどのように判断したの

とが必要である。

「市町村が生ごみ処理

等による減額とは書い

していたものが購入さ

った経緯は明らかでは

とからどのように岩国

、また、県としてそれ

かを資料として残すこ

を確

承認

機を設置しようとする 市

認するとともに事業者からヒ

申請理由の確認を十分行うよ

から提出のあった実績報告書

アリングを行い、変更

う努める。

に添付されている関係

事業者に対しその経費の

において、補助対象経費

しかしながら、たとえ市

た補助金であっても、個

費、備品購入費などと明

る。そうしないと、県と

とする経費として使用さ

審査ができないし、また

一部を補助する事業」

を補助金としている。

町村が事業者に交付し

々具体的に工事請負

白に記載する必要があ

しても、補助金の目的

れたかどうかの検査、

、県が意図する補助対

書類

今

了届

めて

により確認を行った。

後、同様の補助事業を行う場

、請求書、納品書の写しを添

いくよう努める。

合は、見積書、工事完

付書類として提出を求

象経費が他の経費に流用

あると考える。

エ ごみゼロやまぐち県民運

街）

テストケースとして県

実績報告書の支出金額に

支出事実の確認を行った

を領収書の代わりとして

されてしまう可能性が

動促進事業（エコ商店

が下関市から入手した

ついて領収書によって

結果、見積書や請求書

いるものが６件あっ

下

今

手し

関市を通じて領収書の提出を

後は、同様の補助事業を行う

、確認するよう関係市町の指

求め、確認を行った。

場合には、領収書を入

導を行った。

た。

見積書や請求書では支

ず、実際には異なった金

いたかも知れない。県と

第 条（報告及び検査）

を確認するためにも領収

係市町村を指導すべきで

査ができないことになる

出金額の確認にはなら

額で支払いが行われて

しては補助金交付要綱

に基づき、支払の事実

書を入手するように関

ある。そうしないと検

。

廃食用油燃料化装置の

日であるが、報告書では

て約 リットルと記載

間中（５ヶ月間）に約

い計算となるが、フル活

果は発揮できない。今後

は読み取れないから、県

フォローする必要がある

処理能力は、 ／

実績リサイクル量とし

がある。事業実施期

日分しか使用していな

用しないと補助金の効

の活動状況は報告書で

としても活動状況を

と考える。

処

が、

働時

つい

し、

理量は地域から排出される廃

原料確保は重要であり、下関

の活動状況を確認するよう指

ては 働を開始した平成 年

県は随時報告を受けている。

食油の量で変動する

市に対して、啓発や

示を行い、 働状況に

月から市が毎月確認

県の交付要綱には、補助対象事業として「独 一般廃棄物の処理は市町村の責務であるが、県はリサ



創的かつ先進的な事業」とある。この燃料化装 イクルが進んでいない分野などについて、市町と連携

置の独創・先進性をどの

交付決定に関する審査書

また、この補助金交付

「ごみ減量化やリサイク

であり、独創・先進性に

か、そのようなものは通

れるので、経済性からも

独創性はなくてもごみ減

ように判断したのかは

からは不明である。

の目的は、あくまでも

ルの取り組みの促進」

こだわる必要があるの

常高価になると考えら

問題と考える。なにも

量化に役立つものであ

し、

ある

一

が行

広域的・モデル的な事業に対

。

般的なごみ減量化に役立つ事

うべきものと考えている。

して支援を行うもので

業については、市町村

れば一定の条件を付した

補助を望む。

オ 処理対策事業

当事業に関する実績報

日付けで作成され、山口

対策課では平成 年３月

ている。かつ、同日付で

の作成と履行確認が実施

上で、どんなものにも

告書が平成 年３月

県廃棄物・リサイクル

日の受付印が押され

実績報告書の検査調書

されているように形式

実

が交

理基

り、

ると

績報告書により県が行う検査

付した補助金が適正にポリ塩

金に造成されているかどうか

実績報告書及びその添付資料

考えている。

は、当該事業により県

化ビフェニル廃棄物処

を確認するものであ

により行うことができ

上なっているが、平成

た実績報告書を県が入手

び履行確認ができたとは

当廃棄物の処理は、も

た者等の責務であり、当

体が実施する施策に協力

その姿勢が見られないの

らば平成 年３月末では

年３月 日に作成され

し、検査調書の作成及

考えられない。

ともと を製造し

然に国及び地方公共団

すべきでありながら、

は問題である。本来な

産業界からの出えん金

国

いて

から産業界への働きかけが必

は、国に伝えたところである

要であるとの意見につ

。

造成累計額は 億円とな

残高４億８千万円である

事業の見直しも必要にな

公共団体に対し追加補助

とから、国から産業界へ

る。

保健体育課が所管する補助

ア 中学校体育大会等開催関

るはずであるが、現在

。これでは将来の処理

り、また、国及び地方

の要請も考えられるこ

の働きかけが必要であ

金

係事業費

（主務課 教育庁学校安全・体育課）

全体の予算配分で決めら

ち少額の助成（平成 年度

であり、具体的な基準がな

イ 中学校体育大会等派遣関

平成 年度は県費補助率

金の具体的な算出基準はな

している。補助率の減少は

増加となっているため、公

れ、補助対象経費のう

は県費補助率 ％）

い。

県

係事業費

は ％であり、補助

く、年々補助率が減少

結果的に父兄等の負担

益性公平性の観点から

保

地の

ろで

負担のあり方について、今後

護者の負担増にならないよう

遠近による変動を反映するよ

ある。

とも検討する。

、平成 年度から開催

う予算措置をしたとこ

県費補助率を定める必要が

なお、平成 年度から開

費の変動を反映するように

ことである。（平成 年度

ウ 高等学校体育大会等開催

平成 年度は県費補助率

の具体的な算定基準はなく

ている。

あると考える。

催地の遠近による交通

予算措置しているとの

補助率： ％）

関係事業費

は ％であり補助金

、年々補助率が減少し

県負担のあり方について、今後とも検討する。



エ 高等学校体育大会等派遣関係事業費

補助対象経費のうち少額

県費補助率 ％）であり

ている。全体の予算で配分

算定の基準がない。

オ トップアスリート育成事

事業の評価基準は、競

あるが、地域振興につい

金支出の事後評価が可能

の助成（平成 年度は 保

、年々補助率が減少し

が決められ、具体的な

地の

ろで

業

技力向上と地域振興で

ては抽象的であり補助

な基準とはいえない。

本

ステ

よっ

護者の負担増にならないよう

遠近による変動を反映するよ

ある。

事業は、一義的にはトップア

ムを各地域に定着させること

て、地域からトップアスリー

、平成 年度から開催

う予算措置をしたとこ

スリートの育成強化シ

が目的であり、それに

トが育ち活躍すること

他県及び山口県内にお

振興の成功例を参考にし

し込む必要がある。

競技ごとの必要指導者

標達成度か目標水準を具

要がある。

けるスポーツでの地域

て、具体的指標に落と

が、

し

に関

地域

後検

数や必要競技人口等目

体的に設定しておく必

必

てい

他

同時に地域振興にもつながる

たがって、本事業の評価は、

する評価基準によって行うこ

振興に関して、他に適切な指

討する。

要な指導者数については、具

る。

の指標については、今後検討

ものと考えている。

基本的には競技力向上

とが適当と考えるが、

標があるかどうか、今

体的な目標数値を定め

する。

県の補助金額と県体協

致である。

県体協が実施主体とな

立した組織にし、各競技

反映されるような組織団

の決算書の数値が不一 県

るからには、県とは独

団体や市町村の意見が

体にする必要がある。

ス

体、

こ

体協

参画

大き

体協の平成 年度決算におい

ポーツ振興施策を円滑に推進

地域（市町）との連携が必要

の点から、県、競技団体、郡

が事業実施主体となり、構成

を促進することが、県単独で

な成果を生むものと考えてい

て修正した。

するためには、競技団

である。

市体協等で構成する県

員の主体的・積極的な

実施するよりも、より

る。

常務理事の人件費は、

業の中で予算設定するの

作成の上、事務局経費と

る。

携帯電話の支払いにつ

おいて充分検討する必要

カ 国民体育大会等選手派遣

要綱等では補助金額の

指導者レベルアップ事

ではなく、別途要綱を

して管理する必要があ

平

管理

いては、実績報告書に

がある。

実

こと

事業（秋季国体）

算出は、事業実施に必 要

成 年度当初に要綱改正を行

することとした。

績報告書において、領収関係

とした。

領等を整備し、補助対象経費

い、事務局経費として

書類を十分に審査する

を明示する。

要な補助金等とされてい

費が明らかにされていな

要綱によれば、実績報

したときから、年度末を

内とされている。しかし

は、補助事業完了から実

ており、実績報告の提出

い。

る。また、補助対象経

い。

告は、当該事業が完了

超えない範囲で 日以

、当該事業の実績報告

績報告まで 日経過し

時期が守られていな

実

した

績報告の提出期限を遵守する

。

よう補助事業者を指導

この事業に限ったこと

付決定における審査状況

いない。審査内容を個別

である。

キ スポーツボランティア推

補助対象経費が事業実

費等とあるだけで、明確

要綱で定めた補助対象事

ではないが、補助金交

が書類上明確になって

・具体的に記載すべき

全

を点

進事業

施に必要な旅費、需用

に定められていない。

業に対して予算の範囲

ス

たた

考と

庁的な意見であり、全庁的に

検し、改善すべき点は改善す

ポーツボランティア推進事業

め、監査結果については、今

する。

実績報告確認手続き等

る。

は平成 年度で終了し

後、他の補助事業の参

内で交付すると定めているだけでは、補助金交



付の審査及び実績審査の手続きが形式化してし

まう。審査が機能するよ

対象経費を具体的に定め

交付決定の際の審査資

分かるようなチェックリ

ない。

予算と実績の差異理由

報告がされていない。

補助金が効率的に使用

うに、要綱の中に補助

る必要がある。

料の内容が決裁者等に

スト等が作成されてい

同

が分析できる形で実績 同

されているかどうか判 同

上。

上。

上。

断することができない。

ク 第 回国民体育大会山口

補助金の実績報告に係る

ない。要綱からは、必ず必

成すべきである。

ケ 全国高校総体開催準備事

収支予算書における対象

方、実績報告では各開催地

県準備委員会運営費

審査書は作成されてい

要な資料ではないが作

全

を点

業

経費が明示される一

分は高体連負担金、開

全

るた

庁的な意見であり、全庁的に

検し、改善すべき点は改善す

国高校総体開催準備事業は平

め、監査結果については、今

実績報告確認手続き等

る。

成 年度で終了してい

後、他の補助事業の参

催地補助金を含んだもので

るため、予算と実績の対比

コ 国体中国ブロック大会施

実績報告書に要綱で記

算書がない。

実績報告書に基づく審

い。

各団体からの申請書に

実績報告が行われてい

は困難である。

考と

設整備

載されている補助金精 平

提出

査書が作成されていな 全

き等

添付されている見積書 契

する。

成 年３月、補助事業者に対

について指導した。

庁的な指摘事項であり、全庁

を点検し、改善すべき点は改

約方法の理由を明示するよう

して、補助金精算書の

的に実績報告確認手続

善する。

指導した。

は１社のみで、見積金額

い。１社見積もりの場合

必要がある。

馬術用アリーナ１面の

得は馬術連盟に帰属する

応分の負担をしてもらっ

か。

カヌー競技の仮設コー

の妥当性が判断できな

は理由を明示しておく

整備及び障害物等の取

と考えられ馬術連盟も

てもいいのではない

大

と考

る。

スは５年に１度の開催 カ

会開催に係る施設整備につい

えているが、その実施の方法

ヌー競技場の常設化について

ては、県が負担すべき

については今後検討す

は、他県での実施も含

ごとに費用が発生するこ

可が得られないこと等か

カヌー競技場の常設化に

も含めて検討が必要と考

サ 山口県体育指導委員協議

この事業はスポーツ振興

付要綱の一部の事業として

の別表での事業名は７その

とになる。河川法の許

ら困難性はあるものの

ついては他県での実施

える。

めて

会

費対策事業費補助金交

処理されている。要綱

他、補助事業者は競技

協

指導

り、

検討する。

議会への運営費補助とされて

委員協議会主催の体育指導委

実態に基づき、平成 年度に

いたが、実際は県体育

員研修会への補助であ

補助金交付要綱を制定

団体等（大会の実行委員会

象事業の内容は本県スポー

必要と認める大会の開催及

したがって、この事業は

判断せざるを得ない。ただ

であり、事業として意義のな

新産業振興課が所管する補

ア 新事業創出総合支援事業

等を含む。）、補助対

ツ振興を図る上で特に

び事業と定めている。

要綱の範囲外であると

し、県としての協議会

いものとはいえない。

した

助金 （主

。

務課 商工労働部新産業振興課）

実績報告書の補助金支出表に添付されている委 書類整理の不手際により一部漏れたものであり、以後



託費と委託等の事業内容証明書が一部洩れてい 文書の適正管理について、徹底を図った。

る。

イ 中小企業地域情報センタ

セミナー、講習会、交

を全く徴収していないが

うと今後のビジネスを考

参加し、メリットを受け

は一定の金額は負担する

べきである。また、有料

ー育成事業

流会の利用者から料金

、小規模事業者であろ

えた上でセミナー等に

るのであって、受益者

という原則は守られる

にしても参加者が集ま

広

等に

り高

化を

な

行え

く中小企業を対象に普及啓発

ついては無料で開催すること

度で専門的なセミナー等の開

検討することとした。

お、セミナー等の開催に当た

るようアンケート調査を実施

を目的としたセミナー

とし、特定事業者やよ

催に当たっては、有料

っては、より効果的に

している。

ることがセミナー等の評

えられる。

有料なら不要という情

とって有用な情報を提供

料にすることによって判

また、アンケート調査

価を聞いてみたらどうか

ウ 臨空型新事業創出拠点支

価の目安にもなると考

報は多いが、利用者に

しているかどうかを有

断してみてはどうか。

を実施して、会員の評

。

上

な

ペー

援事業

記と同様である。

お、平成 年度から、情報誌

ジやメールマガジンにより情

の発行に替えてホーム

報を提供している。

当初、入居企業は３社

ち１社が平成 年３月に

年度は２社のみの入居で

ぐち産業振興財団と山口

との契約では空室料を含

り、賃貸借契約を２社分

千円ほど負担が少なく済

経済性を念頭においた契

でスタートし、そのう

退去したため、平成

あるが、財団法人やま

宇部空港ビル株式会社

めた３室分の金額であ

としていれば、

んだ計算となる。常に

約を考慮すべきであ

当

し、

なっ

は、

該施設は、空港ビルの一室を

それを三分割したうちの一つ

たものであるが、今後同様の

経済性を念頭においた契約に

借り上げて契約を締結

が結果として空き室に

事業を実施する場合

配慮する。

る。

ビジネスインキュベー

一般的には支援する主体

価値を生むことが必要で

から成功」と考えるなら

とは判断できないと考え

期的な評価ができないま

おり有効性の判定が不可

タとは「支援活動は、

が投入する資源以上の

それが達成されたとき

ば、明らかに成功した

るべきではないか。長

ま事業終了が行われて

能である。

入

より

な

アッ

居企業はいずれも事業拡大を

一定の成果があったと考える

お、平成 年度から定期的に

プを実施することとした。

遂げており、本事業に

。

入居企業へのフォロー

エ 首都圏販路開拓支援事業

アドバイザーの経歴に

容が偏ってくることにも

の要望をどのように汲み

選定するかが大切になる

企業が単に首都圏の企

けでなく、県としては行

まで分析する必要がある

よってアドバイスの内

なり、利用したい企業

上げ、アドバイザーを

。

中

ドバ

化に

業と接触できたことだ

政にどう反映できるか

。

平

拓支

等へ

小企業との相談内容について

イザーと財団法人やまぐち産

努め、企業の要望を的確に反

成 年度からはメガバンク等

援を実施し、首都圏販路開拓

の共同出展とあわせて、首都

は、首都圏販路開拓ア

業振興財団との連携強

映できる体制とした。

との連携による販路開

アドバイザーや商談会

圏での販路拡大支援を

オ 中小企業経営革新支援事

平成 年度実績報告書の

時より ％減少しており、

のが２社、追加募集をした

ものが１社あった。中小企

ルの熟知不十分などにより

いとの説明であるが、これ

体系

業

事業費総額が交付申請

事業計画を廃止したも

ものが３社、未実施の

業の特殊性、補助ルー

、予算が充分使われな

らは前提条件であり、

平

るた

ロー

化し、より効果的に行える体

成 年度は、交付決定後、事

め企業との連絡を密にすると

アップを実施した。

制とした。

業の進捗状況を把握す

ともに、適時のフォ

事業発足後４年を経過していることから、制度の



運用を見直す必要があると考える。

カ 戦略的情報化モデル事業

補助事業に要した経費

て、単独随意契約を行っ

社ある。委託費はかなり

金額の妥当性を確保する

である山口県中小企業団

事業者から見積もりを取

が、この指導が遵守され

のうち委託費につい

ているものが６社中３

高額であるため、契約

観点から、補助事業者

体中央会に対して複数

るよう指導している

なかったことは補助金

補

業者

場合

助事業者が委託契約を締結す

から見積りを徴することとし

はその理由を明確にするよう

る場合は、原則複数事

、単独随意契約を行う

徹底を図った。

交付という観点から重要

契約方法を参考にして入

法等を採用すべきである

現在の制度ではやむを

企業団体中央会の業務内

法人やまぐち産業振興財

が効率的に行われると考

観光交流課が所管する補助

な問題と考える。県の

札または相見積もり方

。

得ないが、山口県中小

容から判断して、財団

団で処理する方が事業

える。

補

業者

金 （主

助事業の実施に当たっては、

を選定するよう努める。

務課 地域振興部交通運輸対

今後とも適切な補助事

策室）

交通運輸対策室が所管す

ア 地方バス路線運行維持

運行対策費補助制度）

九州ではバス会社の産

おり、山口県も将来を見

経営の分析をしておくこ

イ 地方バス路線運行維持

バス路線対策事業費補助

る補助金

対策事業（山口県バス

業再生が数社発生して

据えるためには各社の

とが必要である。

今

業内

く。

対策事業（山口県生活

制度）（山口県廃止路

後とも、中国運輸局と連携を

容の審査時等を通じて、経営

密にしながら、補助事

状況の把握に努めてい

線代替運行事業費補助制

要綱では補助金交付

年度の 月 日までに

されているが、遅れて

られた。

これは、中国運輸局の

るものである。

車両購入費の実績報

度）

申請書を市町村は会計

知事に提出することと

いるものが多数見受け

検査が遅れたことによ

中

るよ

の申

告書の提出が遅れてい 補

国運輸局に対し、提出期限に

う要請するとともに、補助対

請を徹底していくこととした

助事業の完了期限を、国と同

間に合う検査日程とす

象市町に対し、期限内

。

様、１月 日までとす

るものがあった。

国の制度のなかでの

補助算定基礎としては

用を対象とすることが

る交

し、

た。

補助制度ではあるが、

、直接運行に要した費

妥当と考えられる。

県

おり

を用

な

向を

付要綱の見直しを行うととも

実績報告書の期限内提出を徹

の補助制度は、国の補助制度

、一体となった制度であるた

いている。

お、制度見直しについては、

見ながら、今後検討していく

に、補助対象市町に対

底していくこととし

に準拠して定められて

め、国と同じ算定基礎

国の補助制度改正の動

。

ウ 離島航路対策事業

監査後欠損金額に対す

が小さいということは、

口県の効率が悪いことを

その原因を究明する姿勢

特に欠損額の大きな航

もに監査を行うこと等に

努め、県としても補助金

る国庫補助金額の割合

中国運輸局管内では山

示しているのであり、

が必要と考える。

路については、国とと

より、その原因究明に

削減に向けて指導を行

国

一層

ま

設置

であ

との合同監査等様々な機会を

努力するよう、引き続き指導

た、平成 年度から、国、県

し、経営改善を図るための検

る。

通じ、欠損額の削減に

を行う。

、関係市町で協議会を

討を行っているところ

うことが必要である。



エ 運輸事業振興助成事業

実績報告書日付は３

が、３月末日に実績報

疑問である。

事業の中には、本来

事業者の負担において

れており、補助金を原

成することは問題があ

経営者研修、人材開

月 日となっている

告書ができるかどうか

今

実施

、協会の会員である各

支出されるものが含ま

資として各事業者に助

る。

発育成確保事業など、

本

トラ

うこ

り、

の承

後とも、補助対象者に対し、

されるよう、国とともに指導

事業は、軽油引取税の税率引

ック、バスの運賃等に及ぼす

とが必要とされ、国において

交付申請にあたっては、事前

認を行うなど、事業の適性か

補助対象事業が適正に

していく。

き上げに伴い、営業用

影響に適切な配慮を行

創設されたものであ

に運輸局長が事業計画

つ有効な運用が確保さ

各事業者において、負

テレビ、ラジオ広報

し交通安全や環境対策

及、啓発を実施してい

てまで実施する筋合い

国及び地方公共団体

ながら、民間団体には

ていない資金を異常に

担すべきものである。

については、県民に対

の意識高揚に係る普

るが、補助金を使用し

のものではない。

には財源がないといい

差し迫って必要とされ

多額に留保させている

れる

ある

補

え、

より

が図

今

実施

よう、国において指導監督が

。

助対象事業は、交付目的との

運輸局長が承認した事業であ

、営業用トラック、バスの輸

られているものと考えている

後とも、補助対象者に対し、

されるよう、国とともに指導

なされているところで

整合性や妥当性を踏ま

り、当該事業の実施に

送コストの上昇の抑制

。

補助対象事業が適正に

していく。

ことは、軽油引取税を

の公平性から問題であ

事業を実施すること

の上昇の抑制、サービ

てメリットという公益

である。

オ 交通施設移動円滑化設

補助金交付要綱を定

負担している納税者と

る。

によって、輸送コスト

スを受けるものに対し

性があるかどうか不明

備整備事業

めていないが、事業は 平成 年度から交付要綱を定め、事業を実施してい

継続的なものであり、

から早急に定めるべき

この制度は、財政力

客数の少ない鉄道駅は

なっている。

金額的にも重要である

である。

る。

のない市町村、利用乗

補助申請ができなく

旅

通バ

の利

を行

設を

これ

客施設のバリアフリー化につ

リアフリー法」に基づく「基

用者数が５千人以上の施設に

うことを目標としており、こ

、全利用者のおよそ９割が利

らの施設について優先的・重

いては、いわゆる「交

本方針」により、１日

ついてバリアフリー化

れは、５千人以上の施

用することから、まず

点的にバリアフリー化

を進

本

的・

であ

ま

を行

えら

ため

めることとしたものである。

事業は、この方針に則り、補

重点的にバリアフリー化の実

ると考えている。

た、地方公共団体の支援につ

う施設の存する市町村におい

れるが、当該市町村の住民以

、県も応分の負担をすること

助対象を限定して優先

現を図ろうとするもの

いては、本来的に事業

て行うべきであると考

外の利用も見込まれる

としたものである。

観光交流課が所管する補

ア 国際経済交流促進事業

補助金交付要綱に、

象経費及び補助率を具

る。また、補助対象と

な

リー

業者

助金 （主

運営費補助金の補助対

体的に定める必要があ

する費目も要綱におい

今

お、本事業に該当しない駅に

化を図ることが必要であるこ

に対して市町村と連携しなが

務課 地域振興部観光交流課

後、要綱等で補助対象事業等

ついても、バリアフ

とから、今後とも、事

ら働きかけていく。

）

の明確化に努める。

て明らかにし公明性を高める必要がある。



会費は本来その団体を運営するために基本 上記アの回答と同じ。

的に必要な費用として

あるから、まず事業の

であり、その上で補助

益性があるから交付さ

額が発生した場合は、

きである。もともと、

にされていないところ

補助金交付要綱上は

徴収されているはずで

ために充当されるべき

金は補助対象事業に公

れるのであり、収支差

当然補助金は返還すべ

補助対象経費が明らか

に問題がある。

補助対象事業となって 平成 年度から改め、要綱どおり適正に処理している。

いるものを、勝手に対

問題である。

計画された事業の一

実績値は計画により変

な変更は除くと記載さ

承認を受ける必要があ

人件費の増加は、事

とを考慮すると納得い

象外と判断することは

部は未了であったため

更された。要綱に軽微

れていないため知事の

ったと考える。

今

るこ

業が縮減されているこ

かないところがある。

人

とい

後は、事業の変更にあたって

ととした。

件費は事業執行のためだけで

う面もあることから、平成

は事前承認を徹底させ

なく、団体運営に必要

年度以降は補助対象外

イ 国際経済交流拠点整備

テナント補助につい

経済交流拠点整備事業

いるが、このルールに

ている。

山東省政府事務所職

する具体的な基準や費

とし

事業

ては要綱が無く「国際

減免ルール」に因って

反して全額補助となっ

平

東省

るこ

員の住宅費補助を継続

用対効果等の検討が必

経

置さ

た。

成 年度からは、山口県と友

事務所」及び「韓国慶尚南道

とをルールとした。

済成長著しい中国山東省の政

れることにより、本県の国際

好関係にある「中国山

事務所」に限り補助す

府職員が、山口県に配

経済に寄与している。

要と考える。

ウ 物産振興対策事業

制度が既得権化して

しか

なし

る。

な

平成

ただ

いるのでないか。 補

しながら、依然として経済格

での駐在は困難なことから家

お、費用削減及び保有資産の

年４月からは、民間社宅か

いている。

助要綱を改正し、補助対象事

差が大きく、家賃補助

賃補助が必要と考え

有効活用の観点から、

ら県公舎へ転居してい

業を特定して、事業実

剰余金がでており、

である。

専務理事の給与につ

補助するのは問題があ

められるが要綱の見直

補助率の定めがない

績に

この分の補助金は不要 実

てい

い。

いて、この事業だけで

る。事業の必要性は認

しが必要。

補

額の

る。

。 補

応じて補助する仕組みを明確

績報告書により、補助額以上

ることを確認しており、補助

助要綱を改正し、専務理事の

２分の１の範囲内で補助して

助要綱を改正し、補助率を定

化する。

の補助対象事業を行っ

金に剰余は生じていな

給与については、所要

いることを明文化す

める。

エ 観光団体助成事業

観光客誘致の具体的

政策評価が不可能であ

山口県の観光客数は

況にある。観光事業に

這いなのか、補助しな

な実績を示さないと、

る。

観

町、

で観

とは

過去 年間横這いの状

補助しているから、横

くても同じなのかを分

同

光客誘致については、観光連

観光事業者、ひいては国等で

光連盟が行った観光客誘致の

難しい。

上。

盟だけでなく、県や市

も行っており、その中

具体的な実績を示すこ

析する必要がある。



社団法人日本観光協会への事業費補助は、 社団法人日本観光協会への拠出金については、平成

補助金として妥当なも

きである。

社団法人山口県観光

算書によれば、事業は

に頼っており、その他

は市町村の特別事業負

観光事業活動となって

よいのか疑問の残ると

のであるかを見直すべ

連盟平成 年度収支計

県の補助金及び委託金

の収入も会費収入以外

担金で、結局公費での

いる。果たしてこれで

ころである。

年度

な

拡大

口旅

を実

は、

から補助金を見直し、県が直

お、観光連盟への補助金や委

事業、県観光 を行うホーム

フェア開催等の業務委託事業

施しているものである。連盟

主に１千万円余りの会費収入

接支払っている。

託金については、誘客

ページ拡充事業、山

等で、県の施策の一部

独自の観光事業活動

で行っている。

オ 快適観光空間整備事業

多数の誘導サインの必

円の必然性が不明。誘導

が快適観光になるとはと

雇用・能力開発課が所管す

ア 認定職業訓練育成促進費

受入先が限られるせいも

先程度に固定化している。

要性及び事業費の２億

サインを設置すること

ても考えられない。

本

が、

考と

る補助金 （主

あるが、補助対象が

訓練内容が固定化して

自

の補

事業は、平成 年度をもって

監査結果については、今後、

したい。

務課 商工労働部労働政策課

主的に職業訓練を実施してい

助基準に合っているものは、

終了したところである

その他の補助事業の参

）

る組合等は多いが、県

現在 校となってい

おり（建設関係、整備、美

あっているか検討が必要で

イ 職業能力開発協会育成費

協会の貸借対照表によれ

して、減収補填 千円

施設整備 千円引当の

保性）が計上されている。

容等）、時代の要請に

あると考える。

る。

容は

訓練

ば、その他固定資産と

、技能競技 千円、

特定預金支出（内部留

県の説明によれば、こ

協

数料

「

しが

また、訓練は毎年、継続して

、随時見直しが行われており

であると判断している。

会の運営は、補助金ではまか

収入により、不足分を充当し

減収補填金」については、今

予測されることから、協会が

実施されているが、内

、時代の要請に応えた

なえず、会費収入や手

ている状況にある。

後、国の補助金の見直

運営を継続し、事業内

れらは長年にわたり補助対

ものであり、今後の事業の

ものであるとのことである

金でまかなっているからに

囲を検討する必要があると

象外の収益を蓄積した

展開によっては必要な

が、管理費全般を補助

は、今後は補助金の範

考える。

容を

ると

「

選手

年度

人

ろで

「

さらに充実して実施できるよ

ころである。

技能競技積立金」については

の育成等のために充当してい

に本県で開催した大会におい

が入賞を果たすなど、大きな

ある。

施設整備引当金」については

う、積立てを行ってい

、技能五輪全国大会の

るものであり、平成

ては、これまで最多の

成果を上げているとこ

、将来、協会独自の事

ウ 高年齢者就職支援対策

３月 日付の実績報告書

年間を通じて活動している

日までの検査は不可能と考

エ 新規学校卒業者雇用奨励

結果報告書のなかに（常

務所

協会

があるが、この事業は

ことからすれば３月

えられる。

全

き等

事業

用雇用に移行した場 本

を取得するために積立てを行

の自立化のために必要なもの

庁的な指摘事項であり、全庁

を点検し、改善すべき点は改

制度は、新規学卒未就職者の

っているものであり、

である。

的に実績報告確認手続

善する。

早期就職を促進するた

合）移行後の労働条件とし

： （ 才）の事例があ

退職したとのことである。

かく、労働条件からして継

は困難なことは想定される

無駄になった。

て、就業時間 ：

る。その後の調査では

本人の希望ならばとも

続的な雇用は一般的に

。結果として補助金が

め、

合に

る。

新

行し

ある

との

ま

国のトライアル雇用終了後、

、県が事業主に対し奨励金と

規学卒者がトライアル雇用を

た旨の審査は、ハローワーク

山口労働局が行っており、制

回答を得ている。

た、 才の労働者の就業時間

常用雇用に移行した場

して交付するものであ

修了し、常用雇用に移

を所管する国の機関で

度上、なんら問題ない

を 時から 時とする

労働条件は、労働基準法に抵触しておらず、本人の意思



により本労働条件のトライアル雇用を終了し、実際に常

オ 高年齢者就業機会確保事

当該事業の目標達成度

就業率が考えられる。し

を示さないと補助金額の

業の有効性を評価するこ

用雇

と考

業

の指標としては会員の

たがってその目標水準

妥当性ないし、補助事

とができない。

シ

で、

ろで

化や

費補

用に移行したことから、本制

える。

ルバー人材センターの補助制

補助金額の妥当性等について

あるが、市町村合併等に伴う

他の都道府県の予算措置状況

助を段階的に削減し、平成

度の効果はあったもの

度の見直しを行う中

検討を進めてきたとこ

市町村の財政基盤の強

等を勘案した結果、県

年度に制度を廃止す

この事業は国の補助対

補助金が就業率を考慮に

るのに必要な金額なのか

がある。

経営金融課が所管する補助

ア 小規模事業経営支援事業

記帳専任職員１人当た

る。

象事業ではあるが、県

入れた会員数を維持す

どうかを評価する必要

同

金 （主

りの指導責任数は 記

上。

務課 商工労働部経営金融課

帳指導の指導責任数は、最小

）

限必要な回数として示

回以上と定められている

延回数の商工会等の全平

任数と著しく乖離してい

人当たりの指導延回数が

少ない団体では、不効率

ると言えるため、「運用

が必要であると考える。

小規模事業者数と会員

が、１人当たりの指導

均は 回であり、責

る。記帳専任職員の１

全平均から見て極端に

な人員配置がされてい

」上の責任数の見直し

して

法や

する

ま

支援

数が乖離しており、非 経

いるものであり、この見直し

内容について検討し、より充

よう徹底する。

た、効率的な人員配置を行う

体制整備を促進する。

営指導員等の設置基準は、従

を行うよりも、実施方

実した記帳指導を実施

上からも、合併による

来の小規模事業者数に

会員も含めた小規模事業

導員等の設置定数が算出

て交付される補助金は商

模に比して過剰である。

各団体の間において、

キがあるため、非会員も

を中心に補助金を算出す

る。

者数に基づいて経営指

されるとそれに基づい

工会等の適正な活動規

会員組織率にはバラツ

含めた小規模事業者数

ると不公平を生じさせ

加え

適用

て会員数も考慮した基準に変

することとした。

更し、平成 年度から

経営指導員及び補助員

して経営指導等のサービ

用者の状況から見れば、

疑問である。

県は、補助対象職員な

の状況の調査を行い、補

る必要がある。

は、おおむね会員に対

スを提供しており、利

実態を反映しているか

利

年度

数も

いし、会員外の利用者

助金の効率性を検討す

サ

率性

補助

こと

用者の実態をより補助金に反

から経営指導員等の補助対象

考慮したものとすることとし

ービスの利用実態を補助金に

を高める観点からも平成 年

対象職員の設置基準を会員数

とした。

映させるため、平成

職員の設置基準を会員

た。

反映させ、補助金の効

度から経営指導員等の

も考慮したものとする

相談件数１件当たりの

額の妥当性の指標ではな

きく乖離した補助金額に

ないと考える。

商工会員１人当たりの

工会議所が 円であ

円であり、大きな

員１人当たりの補助金額

補助金額のみが補助金

いが、その指標から大

は合理的な算定理由は

相

要と

金の

える

補助金額をみると、商

るのに対し、商工会は

差がある。商工会会

円は、商工会

広

所広

を促

談内容は、簡単に解決するも

するものまで幅広いことから

妥当性を判断することは必ず

。

域連携や合併の方向性を示し

域支援体制整備マスタープラ

進する。

のから高度な知識を必

、相談件数のみで補助

しも適当ではないと考

た「商工会・商工会議

ン」に基づき、合併等

議所との比較で見る限り、極めて高く、将来的



には広域連携・合併を進めてその削減をしてい

く必要がある。

小規模事業者経営支援

ためには、各商工会等の

務である小規模事業者に

される必要があるが、経

人数は１人 ２人であり

れていないように思われ

県の 年度の補助事業

事業の有効性を高める

経営指導員等の本来業

対する指導が適切にな

営指導員等の研修参加

、その重要性が認識さ

る。

経

修実

は、

に対する研修実績報告 現

営指導員等の資質向上の重要

施を指導している。なお、研

各商工会の経営指導員等が少

在は、義務研修の受講はもと

性に鑑み、計画的な研

修参加人数が少ないの

人数のためである。

より、経営指導員等の

において、「県連」に対

摘されている。指摘内容

務づけられている研修で

い。」というものであり

項として改善方法を具体

かし、補助金交付上義務

実施していないというの

と考えられ、「実施方針

して職員研修不足が指

は、「補助金交付上義

さえ、実施されていな

、県はこれを軽微な事

的に指示している。し

づけられている研修を

は、性質上重要な事項

」に準拠して改善計画

スキ

た中

めて

ルアップを目的とした専門研

長期計画を策定し、必要な研

改善計画書の提出は求めない

修の受講までをも含め

修を受講しており、改

。

書を提出させる必要があ

イ 商工会・商工会議所広域

実績報告書に添付され

は、補助対象事業に関す

体の決算書との整合性が

かめることができない。

補助率は、要綱上知事

が、実際は県が１／２負

ると考える。

支援体制整備促進事業

ている補助金支出表

るものだけであり、全

とれているかどうか確

補

算書

の定める額としている

担している。補助金の

補

象経

助金実績検収時に商工会・商

との整合性を確認している。

助金の算出根拠については、

費の合計額の範囲内で知事が

工会議所において、決

要綱において「補助対

定める額」と明記して

算出根拠を要綱で明らか

の妥当性が判断できない

補助目的として設定し

にしないと、補助金額

。

いる

ま

定し

てい

な

１／

１／

た有効性水準の達成に 「

。

た、補助対象経費についても

ており、補助金額の妥当性は

る。

お、当該事業は国庫補助事業

２を国が補助することとなっ

２負担しているものである。

商工会・商工会議所広域支援

、要綱でその内訳を規

判断できるものと考え

であり、県費補助金の

ており、結果的に県が

体制整備マスタープラ

向けてコントロールすべ

「実施方針」にも、目標

具体化されていない。

ほとんどの商工会にお

れ、平成 年度には２グ

議に入り、平成 年度に

予定になっている。

一方、商工会議所につ

きであるが、「要綱」、

とすべき有効性水準が

ン」

のた

いて広域連携が実施さ

ループ８団体が合併協

は、うち４商工会合併

いては、平成 年４月

「

ン」

いて

を推進する中で、目標とすべ

めの指標等について検討する

商工会・商工会議所広域支援

を推進する中で、今後の広域

も検討する。

き有効性水準の具体化

。

体制整備マスタープラ

支援体制のあり方につ

１日に合併した山口、小

併協議の段階にあるもの

市町村合併は一段落し

の広域支援体制のあり方

る。

ウ 中小企業団体育成指導事

要綱では間接補助事業

状況報告書を提出するこ

郡商工会議所以外、合

はない。

ていることから、今後

を検討する必要があ

業

については、企業化等

ととなっており、平成

企

化の

業化等状況報告書については

可能性のないものであるため

、その事業内容が企業

、改めての提出を求め

年度事業及び平成 年度事業について平成 ていない。



年度での提出状況を調査したところ、平成 年 なお、補助金交付に係る報告書は要綱に基づき、別途

度８件、平成 年度５件

件が未提出であった。

企業化に努めさせる（

文化している。

補助対象に税理士およ

法書士の受験対策用の通

るが個人の一身専属権あ

することはどうか。むし

中平成 年度事業の１ 提出

第 条）とあるが、空 平

成

び中小企業診断士・司

信教育の補助事業があ

るものまで補助対象と

ろ外部と提携したらど

指

的で

対象

必要

されている。

成 年度で当該条文に係る事

年度に要綱改正を行い、当該

導員の能力の向上のための専

あり、資格試験対策用の通信

とするが、平成 年度から指

性の低いものは補助を見合わ

業が終了したため、平

条文を削除した。

門知識の習得支援が目

教育についても、補助

導員の業務に照らして

せることとした。

うか。例えば税理士用の

士資格レベルになるのも

が、このレベルの知識の

なものも沢山ある。従っ

な知識に特化する講習を

エ 中小企業連携促進・支援

要綱では間接補助事業に

況報告書を提出することと

受験講習があるが税理

ひとつの考え方である

うち中小企業には不要

てこの事業の本来必要

選択すべきである。

事業

ついては、企業化等状

なっており、平成 年

本

関す

事業は、新製品・新技術や新

る調査研究等に対して補助す

事業分野への進出等に

る事業であり、国の補

度事業及び平成 年度事業

の提出状況を調査したとこ

平成 年度 件中平成 年

年度事業で６件が未提出で

なお、事業内容は事業化

からすれば提出すること自

いと考えられる。未提出者

のなら要綱が不備であると

について平成 年度で

ろ、平成 年度 件、

度事業で 件、平成

あった。

の準備段階であること

体実質的意味を持たな

の実情が分析不要なも

考えられる。

助金

出を

な

ワー

ので

交付要綱に準拠して、「企業

求めたものである。

お、未提出の 件については

ク構築、ビジョン策定等の企

あり、その提出を求めていな

化等状況報告書」の提

、事業内容がネット

業化の可能性がないも

い。

オ 中小企業団体等強化育成

２団体について補助事

出が要綱の期日より遅れ

補助金が既得権となっ

在の補助対象団体につい

か、補助が必要とされる

の見直しが必要である。

少額補助の効果がある

事業

業実施状況報告書の提

ていた。

平

の提

ている疑念があり、現

て補助が必要かどう

団体が他にないのか等

事

化に

た結

のか検討が必要であ 平

成 年度において、全ての補

出を徹底した。

業の成果や団体の自立可能性

あたり、補助の必要性につい

果、補助が必要と考える。

成 年度の予算化にあたり検

助団体に対し、期限内

等、平成 年度の予算

て、改めて検討を行っ

討した結果、補助事業

る。

最初に企業等が負担す

補助すべきである。

カ 地場産業総合振興事業

平成２年度以降毎年継

があり、公平性、既得権

いると考える。

とし

実施

る額を決めて不足分を 補

算定

続して補助対象の事業

益化等の問題が生じて

対

係団

要件

ての効果はあると考えている

に向けて、必要に応じ事業内

助事業計画の適正な審査に努

を行っていく。

象事業の決定については、毎

体に補助事業要望調査を実施

を満たす事業を、適正に採択

が、より効果的な事業

容の見直しに努める。

め、補助金額の適正な

年度、県内市町村・関

し、要望の中から補助

しており、特定の事業

展示・普及等支援事業

展示事業がある。特売市

者の

こ

直接

了し

公平

する

の中に、地場特産品の

（即売会）と同時開催

地

り、

既得権益となっているもので

の地場産業総合振興事業は、

補助事業となったことから、

ているが、今後同様の事業を

性、既得権益化等の問題が生

こととする。

場特産品の展示事業は、紹介

新商品の普及のため、また地

はない。

平成 年度からは国の

平成 年度で事業を終

行う際には、引き続き

じないよう事業を実施

・普及を図る事業であ

場産品を改めて見直し

する等、集客効果を高める工夫はされている 活用するためにも意義ある事業である。また、地場産品



が、地元の人に地元のものを宣伝して効果はあ の消費可能性の高い地元で することはもとより、他

るのか。

県が補助するには、県

あり、補助金額の算定に

果が県民に分かるように

キ 新地域産業集積発展促進

報告について要綱に文

電話確認をしているケー

県、

としての指標が必要で

は、具体的な費用対効

明示すべきである

紹

握し

標と

して

事業

書指定がなかったため

スがある。文書回答を

文

の様

他地域での展示事業も実施し

介・普及を目的とする展示事

づらい面があるが、展示会へ

している。金額については、

決定している。

書回答するよう、平成 年度

式を使用するのは 年度から

ている。

業の効果は定量的に把

の入場者数を一つの指

事業の趣旨・内容に則

に要綱を改正（改正後

）している。

すべきである。なお、平

改正により改められたと

交付要綱で実施結果の

ているが事業者の報告に

成功した例は少なく、ま

が出た場合は補助金の返

無である。従って補助金

検討が必要と考える。

成 年度からは要綱の

のことである。

企業化に努める旨定め

よると現実は企業化に

た、新技術により利益

還が生じるが事例は皆

本来の効果が乏しく再

新

分野

とし

告す

一

条件

商品・新技術開発事業は、中

での新商品・新技術開発を完

ており、その後その企業化の

る規定がある。

般に、補助事業においていわ

を規定しているのは、補助金

小企業者等が行う新規

了することを補助対象

状況について５年間報

ゆる収益納付に関する

を受けて実施した事業

等の

させ

に基

せ補

ると

返還

とは

あり

完了により生じた利益を、す

ることは公益と私益のバラン

づくものであり、補助するこ

助金の一部を返還させること

の考え方によるものではない

が生じていないことをもって

いえないと考える。なお、当

、平成 年度をもって廃止さ

べて補助事業者に帰属

スを失するとの考え方

とにより収益を生じさ

が補助事業の目的であ

。このため、補助金の

補助金の効果が乏しい

事業は国庫補助事業で

れた。

国の指定様式である（

収益を記入する欄はある

り、損益の内訳が分かる

い。

なお、大企業と違い部

こなっていない中小企業

の利益の算定が果たして

る。

企業化の）報告書には

が結果の数値のみであ

資料とはなっていな

門別に原価管理までお

においてこの事業のみ

可能かどうか疑問であ

国

じて

年度

庫補助事業であることから、

規定しているところである。

をもって廃止された。

様式は国交付要綱に準

また、当事業は平成

ク 下請企業振興事業

下請取引のあっせん業

務処理のためのサーバー

千円の高額物件が含ま

賃貸契約にしているが、

安くなるのではないか。

また、財団の随意契約

１件 万円以下であり、

務やオンラインでの業

１台について、月間

れており、１年毎の

長期リース契約により

についての金額基準は

当物件は基本的には入

平

施し

成 年度から価格競争（見積

、長期リース契約とした。

り合わせによる）を実

札を行うべきものである

顧問弁護士に対する平

数は２回である。月額顧

万円）とせずに、その

べきである。

平成 年度に県外で１

ついては、商談が１件し

効果がなく事業費が無駄

。

成 年度の年間相談件

問料（月額７万円で年

都度の支払いを検討す

今

支払

回開催された商談会に

か成立せず、結果的に

になっている。また、

商

ニー

も、

後の弁護士の活用状況を踏ま

いの是非を検討する。

談会は、下請企業の製品・技

ズを直接聞く機会として有効

その後の具体的なやりとりを

えた上で、その都度の

術の や発注企業の

であり、また、商談

経て成立に至るもので

商談成立割合があまりにも低く、分析が必要。 あるため、事業効果はあると考えているが、さらに事前



商談会を県外で開催する場合、発注先の要望 訪問を実施し、受注企業の売り込みに力を入れるなど、

や依頼内容の精度を高め

を確認しておかないと、

と考える。

ケ 中小企業診断事業

この事業は経営支援事業

人件費）であるが事業名と

下請企業の受注可能性

事業の成果は望めない

商談

の補助（県派遣職員の

してはわかりにくい。

当

てい

り、

の変

会の成果が上がるよう努める

該事業名は、（財）やまぐち

る職員が行う事業内容に着目

その内容と事業名は一致して

更は考えていない。

。

産業振興財団へ派遣し

し、付けたものであ

いることから、事業名

コ 中小企業支援センター事

業・経営指導育成事業

結果的に民事再生を申立

を行っていたが、支援先の

法に問題があったのではな

業のニーズとのマッチング

ある。

サ 倒産防止特別相談事業

業・中小企業診断事

てた企業に専門家派遣

決定、支援の内容・方

いか。登録専門家と企

を検討していく必要が

経

いる

なか

の派

遣企

営革新等に取り組み、積極的

企業であったため派遣決定時

った。専門家派遣事業につい

遣要請書に基づき選定審査委

業と専門家を選定していると

な事業展開を実施して

に経営破綻は予見でき

ては、中小企業者から

員会において適正に派

ころである。

要綱第 条では実績報

計年度終了後 日以内」

査が年度内には行われな

補助金の額は、国の内

商工会議所は、同額、打

る。規模・相談件数に大

である。公平性からは検

この制度は平均的な相

告書の提出期限は「会

と定められているが検

いことになる。

年

（平

た。

示により決定され、７

切り支給となってい

きな差があるのに一律

討の余地がある。

平

を踏

談時間は想定が可能で 個

度内の実績報告、検査ができ

成 年４月１日施行）に補助

成 年度から、相談室の規模

まえ、補助金を配分すること

々の相談案件の内容により、

るよう、平成 年度

金交付要綱を改正し

や相談受付処理状況等

とした。

処理終結までに要する

ある。１回いくらという

理を行える事業である。

を変動費化することは可

商工調停士のメンバー

金融機関 などである

どとなるとこれらに弁護

なる。

商工調停士会議（全国

報酬を設定して予算管

固定費としているもの

能と考える。

時間

るこ

は司法書士・税理士・

。会社等の整理相談な

士などの応援が必要と

相

コン

であ

後検

、中国ブロック、県 各

が異なることから、商工調停

とは適当であると判断してい

談案件によっては、商工調停

サルタント等の専門スタッフ

るが、商工調停士の位置付け

討していく。

会議の必要性はあると考える

士謝金を時間単価とす

る。

士の他、弁護士や経営

も関与しているところ

や選任については、今

が、会議への参加の仕

内）がすべて役に立って

があると考える。

シ 中小企業労働力確保対策

交付要綱（第６条）に

はその定める日までに提

ているが具体的な定める

交付要綱（第 条）に

出があった場合には必要

いるのか検討する必要 方に

事業

は「補助金交付申請書

出する。」と規定され

日がない。

平

が、

につ

は、「実績報告書の提

な検査を行い」と規定

交

績検

ついては、今後検討していく

成 年度以降、補助事業を休

補助事業を再開始する際には

いて、手続きに従い定めるこ

付要綱第 条に従い実績検査

査に関するマニュアルの整備

。

止としたところである

、交付申請書の提出日

ととする。

を実施してきたが、実

がなされていなかっ

されているが、証憑の入

簿（会計帳簿など）の記

業等が負担した確証とは

成果報告書までを企業

が作成しているが、成果

分の認識状況を明らかに

るべきであると考える。

企業規模にかかわらず

手だけでなく、関係帳

載まで確認しないと企

ならない場合がある。

た。

備を

外部のコンサルタント

報告書だけは企業が自

できるようまとめさせ

補

れる

全社 万円使用して 補

補助事業を再開始する際には

検討する。

助事業を再開始する際には、

実績報告書の記載内容を充実

助事業を再開始する際には、

、当該マニュアルの整

補助事業者から提出さ

させたい。

補助事業の採択にあた

いる。その企業にとって本当に何が必要なのか り、企業自らがニーズを十分に把握したものであること



に特化しないと補助金の効果が生かされないと を考慮する。

考えられる。

労働力確保事業の補助

業のなかに多額の賃金が

を申し立てた企業がある

分な検討がなされたか結

できないものがあった。

よれば同社は債務超過で

問題であったと判断され

といいながら、補助企

不払いとなり民事再生

。補助金審査の際に十

果から判断すれば納得

同社の財務分析資料に

あり経営破綻は時間の

る。このような場合、

当

を実

見で

た。

該企業は経営革新等に取り組

施していた企業であり、事業

きなかったことから、他の事

み、積極的な事業展開

開始時に経営破綻は予

業の誘導は行わなかっ

他の事業の依頼を誘導す

必要があった。

補助者から提出されて

求日が記載されていない

この事業は平成 年度

状況がはかばかしくない

し、中小企業の労働力確

る。

るような体制を考える

いる全ての請求書に請

。

補

て指

で休止となった。利用

との理由である。しか

保は深刻な問題であ

中

働力

では

託助

助事業を再開始する際には、

導・確認を行う。

小企業の経営基盤の強化のた

の確保は重要な問題であると

中小企業基盤人材確保助成金

成金等、県制度では制度融資

請求日の記入等につい

めには高度人材等の労

認識しており、国制度

、中小企業職業相談委

となるが雇用創出支援

コンサルタントの定型

ではなく個々の中小企業

し、状況にマッチした補

と考える。若年層、高齢

アップした補助制度を検

助の継続が望ましい。

そのためには、組合等

何を望んでいるのかの状

的なコンサルティング

の現状を適切に把握

助を考える必要がある

者層の就職支援とタイ

討し別のかたちでの補

及び中小企業が本当に

況を分析する必要があ

資金等の活用が考えられる。

る。

改善計画に係る認定申

要求されているが、県の

を実績報告書添付資料に

て成果の判断が可能とな

する必要がある。

ス 信用保証料率低減事業

保証承諾件数、保証承諾

請書には目標の記載が

様式にはない。目標値

記入させることによっ

るはずであるから実施

補

実に

額を記載する意味が不 平

助事業を再開始する際には、

ついて検討する。

成 年度末に、交付申請書の

実績報告書の様式の充

記載事項を保証承諾件

明。むしろ、残件数、残額

考える。

セ 貸付管理費

要綱で「知事が定める

行うこととなっているが

福利厚生費のうち共済

とされていないが、補助

財団の設備資金貸付等

のほうが重要な指標と 数、

めた

日」までに交付申請を

定められていない。

平

年金拠出金が補助対象

されている。

平

とし

事業会計の受取利息に 受

保証承諾額から期首・期末保

。

成 年度から、文書により通

成 年度から交付要綱別表に

て規定した。

取利息については、当該事業

証債務件数、残高に改

知することとした。

おいて、補助対象経費

の貸倒リスクに備えて

ついては、県の無利息資

ているものであり、補助

べきである。

貸付金の管理状況や貸

い。実績報告書の様式を

付内容を確認する項目が

一般的な貸付事業に対

して効率的かどうかを検

金を扱うことで発生し

金と相殺して精算する

引き

付内容を確認できな

検討した方がよい。貸

ない。

毎

金貸

するコスト比率と比較

討する必要がある。

業

効率

当てる方向で検討する。

年の貸付状況や貸付内容につ

付事業の中で行われ、確認し

務内容、業務量に照らして必

的な運営が行われていると考

いての報告は、設備資

ているところである。

要額を補助しており、

えている。



ソ 地域中小企業支援センター事業

４月５日に実績報告書が

内の検査ができないことに

要である。

厚政課が所管する補助金

厚政課が所管する補助金

ア 地区民生委員協議会活

補助金交付申請書に

提出されれば会計年度

なる。要綱の検討が必

平

た日

ずれ

義務

動助成事業費補助金

（主

添えて県に提出された 資

成 年４月１日に要綱を改正

から 日を経過した日又は当

か早い日までに、実績報告書

付けた。

務課 健康福祉部厚政課）

料の整理・保管に努める。

し、当該事業が完了し

該年度の３月 日のい

を知事に提出するよう

であろう書類（事業計

が整理されていなかっ

補助金は概算払いさ

提出を受け、その内容

とき補助金の額を確定

るが、実績報告書の提

れているため、市町村

出が 市町村のうち

画書、収支計算書等）

た。

れ、事業実績報告書の

を審査し適当と認める

し通知するとされてい

出期限が４月 日とさ

からの実績報告書の提

市町村が４月以降の提

平

各市

成 年度に実績報告書を３月

町に対し指導した。

末までに提出するよう

出になっている。本来

出が必要と考える。な

入であった。

実績報告書によれば

ほとんどが年度前半に

位民協への補助金の計

が 月下旬と遅いこと

書の提出が 月下旬か

３月末での事業実績提

お、１町は日付が未記

、各単位民協の事業の

実施される一方、各単

算式の市町村への通知

から、補助金交付申請

ら 月上旬、補助金の

補

る。

助金に係る事務を早め、効果的な予算執行に努め

交付決定が２月中旬、

月下旬と遅れている。

生委員活動費は支給さ

報酬であり、補助金を

もできるだけ早く支給

る。

イ 県社会福祉協議会運営

法人運営事業における

補助金の概算払いが３

民生委員に対しては民

れるものの基本的に無

有効に執行するために

する必要があると考え

費補助金

収入 千円に対 県社会福祉協議会に対し、経費の節減や自主財源の確

して支出 千円で、

過となっており、平成

残高では 千円とな

事業収入の増大・経費

要ではあるが、県社協の

切な運営費の補助を行う

ウ 社会福祉施設建物整備

補助金

千円の支出超

年３月末での支払資金

っている。

の節減等自助努力は必

収支状況を踏まえた適

ことが必要である。

保を

なが

関係借入金償還元金等

指導するとともに、今後の収

ら、効果的な運営費の補助に

支状況の推移を勘案し

努める。

昭和 年に社会福祉事

度を中心とした社会福祉

しかし、平成 年５月に

れ、社会福祉基礎構造改

措置制度から利用制度へ

いるなど、時代背景が変

本補助金は、社会福祉

施設利用者の処遇向上を

業法が施行され措置制

政策が行われてきた。

社会福祉法が制定さ

革が進められる中で、

と転換が図られてきて

わってきている。

施設の整備を促進し、

図ることを目的として

社

の再

等、

平成

り、

会福祉法人の自立に向けた規

編、中核市の誕生、公益補助

社会福祉施設整備を取り巻く

年度整備計画分（平成 年

制度を廃止することとした。

制緩和、国庫補助制度

の補助対象の限定化

環境の変化を踏まえ、

度補正分を含む）よ

いるものの、社会福祉法人においては財務状況



が良好な法人もあることから、社会福祉を取り

巻く状況の変化も踏まえ

について検討する必要が

さらに、この事業は長

り、長期間継続すること

検討する必要がある。

エ 社会福祉施設建物整備

金

昭和 年に社会福祉事

、今後、補助のあり方

ある。

期にわたるものであ

による財政の硬直性も

関係借入金利息等補助

業法が施行され措置制 社会福祉法人の自立に向けた規制緩和、国庫補助制度

度を中心とした社会福祉

しかし、平成 年５月に

れ、社会福祉基礎構造改

措置制度から利用制度へ

いるなど、時代背景が変

本補助金は、社会福祉

施設利用者の処遇向上を

いるものの、社会福祉法

政策が行われてきた。

社会福祉法が制定さ

革が進められる中で、

と転換が図られてきて

わってきている。

施設の整備を促進し、

図ることを目的として

人においては財務状況

の再

等、

平成

り、

編、中核市の誕生、公益補助

社会福祉施設整備を取り巻く

年度整備計画分（平成 年

制度を廃止することとした。

の補助対象の限定化

環境の変化を踏まえ、

度補正分を含む）よ

が良好な法人もあること

巻く状況の変化も踏まえ

について検討する必要が

さらに、この事業は長

り、長期間継続すること

検討する必要がある。

オ 社会福祉施設職員等退

補助金

から、社会福祉を取り

、今後、補助のあり方

ある。

期にわたるものであ

による財政の硬直性も

職手当共済事業給付費

この事業に対する県

れていない。

県は昭和 年に厚生

会福祉施設職員退職手

に基づく都道府県の補

て」に添付されている

職手当共済事業給付費

をそのまま適用してい

の補助金要綱が作成さ

省（当時）の通知「社

当共済法第 条の規定

助金の取扱いについ

「社会福祉施設職員退

補助金交付要綱準則」

る。

平

定し

成 年 月、準則を参考に県

た。

の補助金交付要綱を制

しかしながら、通知

うに補助金交付要綱準

考とされたいとある。

社会福祉事業振興会（

祉医療機構）が知事に

とする（第９）。事業

年度終了後○月以内に

ならない（第 ）。

にも記載されているよ

則を添付したので、参

また、準則には知事に

現在は独立行政法人福

提出する書類は、○通

実績報告書を当該事業

知事に提出しなければ

このことは都道府県

いると考えられる。従

参考に独自の補助金要

ましいと考える。

事業実績報告書が４

が、会計年度独立の原

出させるよう改善され

カ 重度心身障害者医療費

に裁量の余地を与えて

って県では上記準則を

綱を作成することが望

に提出されている

則上、３月末までに提

たい。

事

「福

助成事業

業実績報告書を３月末までに

祉医療機構」に対し指導した

県に提出するよう、

。

補助金確定額と返還額の割合が異常に多い 医療費補助という特殊性はあるものの、過去の実績や



市がある。逆に追加交付する市町村は差額が 動向を踏まえ、できる限り精度の高い見積もりとして申

極めて少額である。見

よう指導すべきである

返還額は雑入として

目として誤った判断材

医療機関の不正によ

金が多額に発生した市

要綱第 条に定める報

い。

積もりをシビアにする

。

計上されるので予算科

料ともなっている。

請等

図っ

り、平成 年度の返還

があるが、補助金交付

告等が行われていな

補

て、

を行うよう、平成 年 月に

た。

助金交付要綱第 条に基づき

平成 年９月に報告書を提出

文書にて周知徹底を

、該当する市に対し

させた。

補助金交付申請書が

年度は５月 日）ま

い。

実績報告書は事業完

ことと定められている

町村がある。

支出状況調の様式が

知事の定めた日（平成

でに提出されていな

期

で通

知徹

了後速やかに提出する

が異常に提出の遅い市

平

績報

ま

期日

不統一である。 平

限までに申請書を提出するよ

知を行い、毎年５月開催の担

底を図った。

成 年７月に行った補助金の

告書の提出期限を明記するな

た、平成 年４月に補助金交

を３月 日までとした。

成 年４月に、所定の様式で

う平成 年４月に文書

当者研修会を通じて周

交付決定通知の際、実

どの改善を図った。

付要綱を改正し、提出

提出するよう、文書で

不要なデ タの徴求

は削除すべきである。

キ 母子家庭医療費助成事

交付決定関係書類の

い。

実績報告書の提出は

後「速やかに」とある

通知

（食費日数、助成額） 平

する

業

写しが保管されていな 交

た。

、要綱上は事業を完了

が、提出時期を明記す

平

績報

した。

成 年４月に、不要なデ タ

よう、文書で通知した。

付決定関係の書類の写しを一

成 年７月に行った補助金の

告書の提出期日を５月 日ま

を削除した様式で提出

件書類として保管し

交付決定通知の際、実

でと明記する等の改善

るべきである。

地方自治法施行令第

助費の額で相手方の行

出するものは、当該行

属する年度」と規定さ

履行があった日とは実

た日であるが、現状は

いる。

を図

条第４項「・・補

為の完了があった後支

為の履行があった日の

れている。当該行為の

績報告書の提出を受け

５月末に提出を受けて

法

題と

てい

った。

の規定と事業の実態に乖離が

して学事文書課、会計課等と

く。

あるため、全庁的な問

協議しながら、検討し

重度医療、乳幼児医

ついて、申請から交付

業毎に別々に実施され

の効率性を高めるため

るべきである。

ク 乳幼児医療費助成事業

交付決定関係書類の

い。

療及び母子家庭医療に

決定までの手続きが事

ているが、事務手続き

、手続きの統合化を図

事

おり

写しが保管されていな 交

た。

業内容及び実施主体である市

、手続の統合化は困難である

付決定関係の書類の写しを一

町の所管課も異なって

。

件書類として保管し

実績報告書の提出は

後「速やかに」とある

べきである。

地方自治法施行令第

助費の額で相手方の行

出するものは、当該行

属する年度」と規定さ

履行があった日とは実

、要綱上は事業を完了

が、提出時期を明記す

平

績報

を図

条第４項「・・補

為の完了があった後支

為の履行があった日の

れている。当該行為の

績報告書の提出を受け

法

題と

てい

成 年７月に行った補助金の

告書の提出期日を５月 日ま

った。

の規定と事業の実態に乖離が

して学事文書課、会計課等と

く。

交付決定通知の際、実

でと明記する等の改善

あるため、全庁的な問

協議しながら、検討し

た日であるが、現状は５月末に提出を受けて



いる。

重度医療、乳幼児医

ついて、申請から交付

業毎に別々に実施され

の効率性を高めるため

るべきである。

ケ 福祉医療費助成事業

当該行為の履行があ

の提出を受けた日であ

療及び母子家庭医療に

決定までの手続きが事

ているが、事務手続き

、手続きの統合化を図

事

おり

った日とは実績報告書

るが、現状は、医療費

法

題と

業内容及び実施主体である市

、手続の統合化は困難である

の規定と事業の実態に乖離が

して学事文書課、会計課等と

町の所管課も異なって

。

あるため、全庁的な問

協議しながら、検討し

という特殊性もあり、

金の交付事務と同様に

提出を受けて処理を行

定と交付事務の整合性

ある。

要綱では、補助金の

となっているが、実際

ている。

国や他県における補助

翌年度に実績報告書の

っており、法律上の規

について検討が必要で

てい

交付申請は５月末まで

は翌年１月ごろとなっ

平

付申

く。

成 年４月に文書で通知を行

請が行われている。

い、要綱に基づいた交

医務保険課が所管する補

ア 国民健康保険事業補助

策費）

山口県国民健康保険団

施する事業への補助であ

が要綱上は明らかにされ

修会及び国保情報誌に補

その根拠づけとして現実

助金

金（国保運営健全化対

（主

体連合会と共同して実

るが、補助経費の範囲

ていない。現実には研

助が限定されている。

に照らして要綱に記載

平

に規

務課 健康福祉部医務保険課

成 年度より要綱を改正し、

定した。

）

補助経費の範囲を明確

することが望ましいもの

イ 国民健康保険事業補助

支払助成費）

補助金の交付申請に

める期日とされている

にその旨を記載するこ

える。

国保連合会の平成

と考える。

金（国保診療報酬審査

おいて規則で知事が定

ものについては、要綱

とが望ましいものと考

平

を７

年度診療報酬審査支払 当

成 年度より要綱を改正し、

月 日と具体的に規定した。

該補助金は、診療報酬審査支

補助金の交付申請期日

払事務に要する費用、

事務特別会計（見込み

発生していることから

れる。

収入の繰越金を除い

は、 千円の収支

県補助金が補助目的の

疑問が出てくる。手数

発生したとも考えられ

）において、剰余金が

見直しが必要と考えら

た平成 年度の収支

差額が発生しており、

とおり使われているか

料の中から余剰金等が

るが、補助金が剰余金

診療

営に

及び

目的

とか

的及

報酬審査委員会及び柔道整復

要する費用に限定して補助対

被保険者の負担軽減と適正な

に対して、有効に使われてい

ら、平成 年度より要綱を改

び補助対象を明確に規定した

療養費審査委員会の運

象としており、保険者

審査体制の確保という

るものと考えているこ

正し、補助金の交付目

。

となり、他会計繰出金

資金積立金となったと

とも補助金として有効

題であり、必要な補助

にして補助すべきもの

ウ 国保被保険者負担軽減

交付要綱第４条には、

める期日までに提出しな

を経由して庁舎等整備

も考えられる。少なく

に使われているかが問

金であれば目的を明確

と考える。

対策費助成金

申請書等を「知事が定

ければならない。」と

国

せて

庫負担金制度改正に伴う平成

、補助金の交付申請期日を具

年度の要綱改正に併

体的に規定する。

定められているが、具体的な期日の定めがない。



農村整備課が所管する補助金 （主務課 農林水産部農村整備課）

ア 換地センター運営費

事業費は補助金額が計上

書では事業費が 万円、実

である。しかし、区分内訳

ついて質問したところ、総

過しているとのことである

査をしないと補助金に対す

にならない。県は総事業費

されている。事業計画

績報告書でも 万円

は増減がある。これに

事業費は 万円を超

。従って総事業費の審

る審査がなされたこと

の内容まで見ていない

平

の内

成 年３月の実績報告書に総

容を審査した。

事業費を記載させ、そ

とのことであるから審査が

る。

イ 土地改良管理指導センタ

事業費は補助金額が計上

書では事業費が 万円、実

である。しかし、区分内訳

ついて質問したところ、総

過しているとのことである

不十分であることにな

ー費

されている。事業計画

績報告書でも 万円

は増減がある。これに

事業費は 万円を超

。従って総事業費の審

平

の内

成 年３月の実績報告書に総

容を審査した。

事業費を記載させ、そ

査をしないと補助金に対す

にならない。県は総事業費

とのことであるから審査が

る。

ウ 農村総合整備推進費

事業費は補助金額が計上

書では事業費が 万８千円

万８千円である。しかし、

る審査がなされたこと

の内容まで見ていない

不十分であることにな

されている。事業計画

、実績報告書でも

区分内訳は増減があ

平

の内

成 年３月の実績報告書に総

容を審査した。

事業費を記載させ、そ

る。これについて質問した

万８千円を超過してい

従って総事業費の審査をし

審査がなされたことになら

内容まで見ていないとのこ

十分であることになる。

エ 土地改良施設維持管理適

事業実績報告書が提出

ところ、総事業費は

るとのことである。

ないと補助金に対する

ない。県は総事業費の

とであるから審査が不

正化事業

され、補助金の額を確 平成 年度実施分から、補助金の額の確定を通知した

定し通知した書類の日が

なっているのは実態と合

理日での記載が必要と考

土地改良施設維持管理

ら、事業実施計画が立案

事業が実施されることと

要とするためで、当初の

あるものの大部分は当初

報告書提出日と同日に

っておらず、実際の処

える。

日を

適正化事業の仕組みか

されてから５年以内で

なる。緊急に整備を必

事業実施計画の変更は

の事業実施計画のとお

事

うと

発注

、実際の処理日とした。

業実施計画にあたって事業費

ともに、補助金の効率的な執

時に事業費の見積もりを厳正

の見積もりを厳正に行

行の徹底を図るため、

に行うよう指導した。

り実際の事業も実施され

額も当初実施計画のとお

画と事業実施に期間が経

は影響を受けるものであ

ことについて納得の出来

市町村又は土地改良区が

のだから最小のコストで

ずではあるが、補助金が

ている。事業実績は金

りであり、通常実施計

過している場合事業費

るが計画と同額である

にくいところである。

％相当額は負担する

事業実施されているは

効率的に使われている

か否かを県としても検証する必要があると考え



る。

土地改良施設維持管理

内には非常に多数の維持

る。また、この事業以外

轄している同様な施設が

化は急速に進むものと考

ングをかけて補助金を減

負担は急速に増加するこ

金の問題だけではない。

適正化事業のように県

すべき施設が存在す

にも別の所管部署で管

ある。今後設備の老朽

えられ、もしもシーリ

額していけば関係者の

とになる。ことは補助

施

を行

限

を把

を行

して

今

に対

設の老朽化に対応するため、

い、施設の長寿命化に努める

られた予算内での事業である

握し、最大の効果が見込まれ

っており、今後も予算確保に

実施する。

後、休耕などにより土地の利

応するため、地域全体で設備

維持管理と適切な補修

よう指導している。

ため、対象施設の実態

る施設を選定して事業

努め適正化事業を継続

用方法が変更した場合

の有効利用等を検討す

これについてはこのよ

ような土地の利用方法に

ば問題の解決にはならな

オ 土地改良負担金総合償還

交付要綱に従った書類は

出された書類を検証する書

い。現在の処理は県土連か

われており、補助金実績報

うな設備が不要になる

まで考えを致さなけれ

い。

るよ

対策事業費

整備されているが、提

類が整備されていな

らの資料に依拠して行

告書が提出された際、

補

返済

う指導を行う。

助金実績報告書に計算の基礎

計画表を添付させ、提出され

資料として融資機関の

た書類を検証した。

検査復命書は作成されてい

留まり、計算の基礎資料を

カ 担い手育成支援事業

この事業に限らず土地改

えることであるが、利用集

はどうであったか、農家の

につながったかが一番重要

る。

るが、表面的な検査に

整備すべきと考える。

良事業全般について言

積した農地の利用状況

収支改善・後継者育成

な結論であると考え

事

認し

手の

業の認定要件とされる農地集

、営農指導担当部署と連携を

育成指導を行うこととしてい

積率等の達成状況を確

とり、引き続き、担い

る。

キ 土地改良区総合強化対策

農業を取り巻く厳しい環

担い手の不足から耕作放棄

の営農意欲の減退が見られ

区の存続に対して消極的な

り、組合員の合併に向けた

なっている。

ク 中山間ふるさと保全対策

事業補助金

境、とりわけ後継者や

地が増えるなど、農家

、このことが土地改良

意向につながってお

合意形成の阻害要因に

後

ため

基盤

こ

と連

等を

事業

継者及び担い手の不足による

にも、施設の維持管理主体で

の強化が重要である。

のため、土地改良区合併の必

携して、「土地改良区との意

実施し、合併に向けた意識の

耕作放棄等に対応する

ある土地改良区の運営

要性について市町村等

見交換会」や個別指導

啓発を図っている。

この事業をどのように

長期的な取組が見えてこ

経費配分額が実績なの

補助金申請等のために

を考慮すれば、費用対効

考えられる。

取り組むつもりなのか

ない。

平

とか

事業

かが不明である。 経

報告

費用がいくらかかるか

果はマイナスになると

事

成 年度から基金の一部取り

ら、中長期的な実施計画を策

展開を行っている。

費配分額については、申請時

時には実績を記載するよう指

業実施主体の申請に基づき補

崩しが可能となったこ

定し、これに基づいた

には実施見込み、実績

導している。

助した。

補助金額は造成基金の

ペイオフを考慮してわず

しかあげることのできな

て補助するということは

効果はないと判断してい

なお、山口県中山間ふ

して 億円がありこの

をまかなうこととなって

運用益をあてているが

かの運用益（ ％）

い資金運用をあてにし

低金利の現在では補助

るに等しい。

るさと保全対策基金と

運用益で当該事業費

いるが、基金をプール

平

が、

たこ

して

特

保全

とと

交流

成 年度までは果実による活

平成 年度より基金元本の一

とから、事業目的に資する各

いる。

に、 田の保全・管理を目的

モデル実証事業」を平成 年

もに、農林水産部関係各課と

や新たな地域住民活動等の推

動に限定されていた

部取崩しが可能となっ

種事業を積極的に実施

とした「やまぐち 田

度から新たに創設する

の連携による都市農村

進を図っている。

しておく根拠は乏しい。



また、平成 年度より基金を取り崩して当該

事業費に充てる計画があ

該事業の根本的な計画、

の必要性を検討する必要

成５年度からおこなわれ

の間この事業をどうする

なかったということにも

５年間の実績を見る限り

きである。

るとのことであるが当

予算を検討し事業実施

がある。基金造成が平

ているということはこ

のかというビジョンが

なる。少なくとも過去

この補助金は廃止すべ

なお、この補助金は国

国の補助でない限り県と

ようにこの事業に取り組

えで国に意見を述べても

生産流通課が所管する補助

農業振興課が所管する補

ア 地域水田農業活性化緊

補助対象事業とする

の制度であるが ％

しても山口県ではどの

む方針かを検討したう

良いのではないか。

金

助金

急対策事業

（主

時に条件を付している 平

務課 農林水産部農業振興課

成 年度から、補助要件につ

）

いては、交付決定通知

のであれば、当該条件

作成すべきである。

補助対象物品の購入

格での購入がされたか

正購入に係る処理基準

る。

市町村の補助金によ

も、年度末近くになっ

を明示した契約書等を の中

に当たって、適正な価

の判断資料がない。適

を明確にすべきであ

補

会計

る制限があるとして

て補助申請が出てくる

年

た。

で条件として明示するように

助対象物品の購入に当たって

規則に準じて購入するよう指

間を通じての計画的な事業執

した。

は、県の物品規則及び

導・徹底を図った。

行を図るよう指導し

ことは異常である。

効果測定のための判

確にしておくべきであ

市町村への補助金の

申請により全体調整し

の目的である売れる米

断基準を申請時にも明

る。

平

進事

に明

る。

配分は、市町村からの

て配分しているが、県

づくりを推進するため

各

に基

を実

成 年度から実施している「

業」では、事業効果測定のた

確になるよう、実施計画書の

地域において策定された「地

づき、売れる米づくりを推進

現するため、市町からの申請

地域水田農業再構築推

めの判断基準が申請時

記載内容を改正してい

域水田農業ビジョン」

し、最適地集中生産等

を基本に産地の実情を

には最適地集中生産が

整することには限界が

イ 水田農業振興指導推進

交付金の額の確定が

いての書類審査のみで

ていない。

この事業は補助金の

られ、効果があるかど

必要であり、全体を調

ある。

勘案

費

、提出された書類につ

実質的な審査は行われ

平

て現

範囲内での事業と考え

うか不明であり、補助

平

一層

しながら補助金を配分するこ

成 年度事業分からは、実績

地審査を行っている。

成 年度からは、新たな米政

効果的な補助事業が実施でき

ととした。

報告書の提出に合わせ

策改革に対応し、より

るよう、助成対象を農

金が既得権化している

ウ 野菜認定産地整備近代

労力の負担軽減という

が農家の経営安定という

めたトータルコストで投

のかを検討することが大

ものと考えられる。 業会

山口

る。

化事業

観点からは評価できる

からには、補助金を含

資に見合う収支がある

切である

本

地は

ろで

ちの

議、農協中央会、全農山口県

県水田農業改革推進本部とす

事業については、平成 年度

産地育成の観点から近代化計

あり、平成 年度から新たに

多彩な園芸産地育成事業」に

本部及び県で構成する

る見直しを行ってい

で終了し、野菜認定産

画を樹立してきたとこ

実施している「やまぐ

おいては、低コスト化

など農家の所得向上につながる項目について目標を設定



し、進行状況を確認している。

エ 地産・地消対応型園芸

補助金を受けるため

ない「マーケティング

益がいくら増えるのか

に入っていないのは重

する。

もうかるかどうかを

は、収支計画を誘導す

産地育成事業

に作成しなければなら

戦略」中に、農家の利

という視点がこの戦略

大な欠陥であると判断

判断できる算定式また

ることが農業政策の最

平

産地

「産

の収

年進

同

ける

成 年度から実施している「

育成事業」において、各産地

地育成計画」の中に「対象産

支計画」の項目を設け、各産

行管理することとした。

様に、高品質化についても、

産地戦略の中で「高付加価値

やまぐちの多彩な園芸

（農協）が作成する

地における 当たり

地が目標を設定し、毎

「産地育成計画」にお

化」を選択できること

重要課題と考えるがど

高品質化（品質の差

を求めて実現を目指す

業は場当たり的なもの

しいと考える。

廃止された事業の成

加率が示されているが

「農家の収益」がどう

うか。

別化）について目標値

ものでなければこの事

となり事業の永続は難

とし

理す

果として、生産量の増

、基本的な目標である

なったかの分析は示さ

平

産地

で粗

、産地が策定する目標値を県

ることとした。

成 年度から実施している「

育成事業」において策定する

収益向上につながる「高付加

が認定し、毎年進行管

やまぐちの多彩な園芸

「産地育成計画」の中

価値化」、コストダウ

れていない。これでは

渡しができない。

オ 花壇苗等花き産地拡大

補助金以外の事業費が

事業実績を表す資料を徴

算定ができない。それぞ

今回の要綱改定への橋 ンに

約取

おり

実施

推進事業

あるのであれば全体の

求しないと補助比率の

れの事業費すべてが万

平

を実

査も

つながる「低コスト化」、経

引推進」の３タイプの戦略を

、各産地が策定する目標値に

し、翌年の指導につなげるこ

成 年度事業分からは、全体

績報告書と併せて提出するこ

実施している。

営の安定に資する「契

策定できることとして

ついて毎年進行管理を

ととした。

の事業実績を表す資料

ととしており、現地審

円単位であるということ

い。予算消化かもしれな

カ 果実需給安定対策事業

実績報告書の審査資料

されていない。基金協会

算承認をもって審査に置

上は問題である。

キ 彩りの伝統野菜等振興

は通常ではありえな

い。

もなく、実際に審査も

の通常総会における決

きかえているが、要綱

平

地審

対策事業

成 年度事業分から、実績報

査を実施している。

告書の提出に併せて現

市から提出された実

があるため、差し替え

補助事業による栽培

入増は、わずかな金額

く、これでは農業生産

培農家として今後継続

が可能か否かは疑問で

当事業は、１事業主

績報告書に記入間違い

が必要である。

監

農家の経営に与える収

であることは間違いな

者の高齢化を含め、栽

して耕作し続けること

ある。

伝

の拡

が、

て、

化し

体あたりの県からの補 平

査終了後速やかに、市の実績

統野菜等は、地域特産品や多

大に併せ、生産を拡大してい

その中でも特に農家経営の安

平成 年度から、生産・販売

、産地の拡大、需要の拡大を

成 年度から実施している「

報告書を差し替えた。

彩な食材に対する需要

くことが重要である

定に資する品目につい

両面からの支援を重点

図っている。

やまぐちの多彩な園芸

助金平均額は約 千円

な金額僅少な補助金行

今後望まれる。

流通企画室が所管する補

ア 米穀流通調整事業

審査資料はない。支

ていない。

弱であり、このよう

政の有効性の再検討が

産地

ド整

施を

助金 （主

出内容のチェックはし 本

業の

ては

育成事業」では、重点化した

備も含めた産地整備が可能で

図っている。

務課 農林水産部流通企画室

事業については、平成 年度

「やまぐちの農産物等需要拡

、実績報告時に支出内容の分

品目については、ハー

あり、効果的な事業実

）

で終了したが、継続事

大対策事業」等におい

かる資料を提出させる

こととし、事業内容の審査を行っている。



１件当たりの補助金は極めて少額であり、 食糧法に基づく米穀の流通制度を円滑かつ適正に行う

事務処理経費の方が多

機械的に処理していた

実施要領上の支出費

的の内容とは乖離して

市町村が事業主体の

整理統合を図るべきで

くなると考えられる。

ことになる。

ため

補助

成

目が当初予定の事業目

いる。

継

等に

必要

他の同種補助事業との

はなかったかと考え

事

スト

、前年度の実績等をベースと

金を交付していた。当該補助

年度をもって廃止している。

続事業の「やまぐちの農産物

おいての支出費目については

な最小限度の費目としている

業の創設に当たっては、費用

意識に基づき、必要性、緊急

して市町村に効率的に

金は、法改正により平

等需要拡大対策事業」

、事業を推進する上で

。

対効果の視点によるコ

性を充分検討の上、実

る。

イ 学校給食主穀利用促進

直接補助事業者に対

業者に対する審査の関

の間に整合性がとれて

要綱上、補助金の交

されているだけで達成

かにされていない。こ

施し

事業

する検査と間接補助事

係で要綱と実施要領と

いない。

平

た。

付目的が抽象的に記載

すべき目標水準が明ら

のため、事前評価のみ

全

め、

見直

ている。

成 年度から、交付要綱と実

市町村が本事業に取り組むこ

特に目標数値の設定を行って

しにより、平成 年度から目

施要領の整合性を図っ

とが目的であったた

いなかったが、事業の

標達成水準も含めた具

ならず、予定評価と実

評価もできない。

３年後の目標達成水

ウ 見つめて！やまぐち農

事業終了年度の３月

支払がある。事業終了

事業の遂行に役立って

い。また、事業終了後

績との比較による事後

準が不明確である。

体的

産物愛用促進事業

日に備品購入に係る

直前の備品購入はこの

いるとは考えられな

これら備品はどうする

備

の本

大対

な目標数値を設定した。

品については、地産・地消を

事業の後継事業である「やま

策事業」において引き続き有

継続的に推進するため

ぐちの農産物等需要拡

効利用している。

のか。

「地産・地消」につ

結果、認知度は高まっ

結果がどうなるかとい

で、県産品の何が好ま

明らかにならないと行

タが得られない。

計画上の事業費内容

いて広告宣伝を行った

ている。しかし、その

う数値の目標が必要

れ、何が嫌われたかが

政に活かす有効なデー

消

売業

て、

する

てい

と実績の事業費内容の 平

費者から好まれた県産農産物

者等から販売数量や販売単価

このデータを生産者、農業団

ことにより、農産物の需要拡

る。

成 年度から、事業実施にお

の把握については、卸

などの詳細な情報を得

体等へフィードバック

大や生産振興につなげ

ける事業費内容の見直

差異が著しい。予算と

合は、推進委員会にお

にして予算補正の承認

いて増減理由の妥当性

ある。

業務区分は違うが、

支出が多い。業務区分

当初に確認し、事業全

実績の差異が著しい場

いて増減理由を明らか

をとり、県は審査にお

をチェックする必要が

しは

ある

会に

同一の業者に対しての

ごとの発注内容を年度

体として入札を行うこ

契

物品

た。

、その使途、目的、予算額等

県と全農山口県本部がチェッ

おいて承認を得ることとした

約においては、時期、内容、

規則及び会計規則に準じて購

の増減理由を事務局で

クし、直近の推進委員

。

金額等を精査し、県の

入するよう徹底を図っ

３

とにより、より経済性

事業終了前にホーム

があるが、権利の帰属

ある。

総合意見

「今なすべきこと」に集中

が働くものと考える。

ページの著作権の購入

と取得の意味が不明で

事

事業

おい

て！

（主

した施策の推進 政

業終了前の著作権の購入につ

である「やまぐちの農産物等

て引き続き使用するもので、

やまぐち農産物愛用推進委員

務課 総合政策局政策企画課

策評価の仕組みを見直し、平

いては、本事業の後継

需要拡大対策事業」に

その権利は、「見つめ

会」に帰属する。

）

成 年度から、施策ご

補助事業の選択と集中が積極的に推進されている とに各施策を構成する事業の優先度を評価するととも



とは言えない。 に、その結果を翌年度の施策重点化方針に反映するよう

「成果重視」の施策の推進

政策評価システムには具体

ていないため、客観性がなく

「やまぐち方式」の施策の

補助事業においても「やま

に立った本県独自の取組をお

努め

的な評価基準が示され

、その信頼性は弱い。

政

ら、

「事

れに

推進

ぐち方式」という視点

願いする。

「

進の

とも

ることとした。

策評価システムの事業評価に

評価の視点を「事業の妥当性

業の有効性」「事業の効率性

評価基準を設けた。

やまぐち未来デザイン 第五

視点に「山口県らしさを創造

本県独自の取組に努めること

ついて、平成 年度か

」「事業の必要性」

」の４つとし、それぞ

次実行計画」の施策推

」を掲げており、今後

としている。

単発補助については事後評価がない。 政

止の

ま

資的

定期

た。

策評価の仕組みを見直し、平

翌年度も事業評価を実施する

た、単発の補助事業のうち、

な経費に充てられる事業につ

間を経過した時点で事後評価

成 年度から、事業廃

こととした。

交付された補助金が投

いては、事業終了後一

を実施することとし



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ２

び事業の管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１

２

山口県土地開発公社

造成事業について

「下松物流団地」は、未分

で、早期に処理すべきである

財団法人山口県国際総合セン

旧ビルについて

エ 過去減価償却を行ってい

（主

譲地が現存しているの

。

平

ター （主

たが、現在はすべての 平

務課 土木建築部監理課）

成 年８月に「下松物流団地

務課 地域振興部国際課）

成 年度から減価償却を行う

」の分譲を完了した。

こととした。

固定資産について減価償却を行っていない。

第１

第２

平成 年度包括外

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

部監査の結果に基づ

（そ の ２

び事業の管理

措置

果

き措置した内容等に

）

措 置 の

ついて

内 容

３ 財団法人山口県施設管理財団

セミナーパーク管理事務所

（財団法人山口県ひとづくり

エ 公益事業に係る人件費を

負担しているが、実態を表

い。

オ 経済性の面からは、平成

財団へ業務移管）

（主

すべて受託事業会計が

しているとはいえな

平

に計

年度は委託料の軽減 平

務課 総合政策局政策企画課

成 年度から、事業費と関係

上することとした。

成 年度からの指定管理者制

）

する人件費を一般会計

度の導入に併せて、セ

に努力していることがうか

に抑制すると後年度に負担

る。中長期的な見通しの上

大切である。

がえる。しかし、過度

がかかるおそれがあ

で予算を立てることも

ミナ

し、

を立

ーパークの管理運営について

経費の削減も図りながら中期

てることとした。

は、複数年契約を締結

的な見通しの上で予算



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

公営企業（企業局）の財務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の １

び経営管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１ 電気事業について

経済性原理の観点からの検

ア 企業効率の観点から見て

リム化し、経費節減、効率

であり、長期的な資金計画

率的運用が望まれる。当面

に備えて適正な資金運用を

討

（主

もバランスシートをス

経営を図ることが大切

を策定して、資金の効

は金融機関のペイオフ

検討する必要がある。

企

フ全

成

管理

ま

囲内

務課 企業局総務課）

業局内に設置した公金管理協

面解禁における資金の運用管

年４月から預金が全額保護さ

することとした。

た、資金運用については、借

で、定期性預金により運用す

議会において、ペイオ

理について検討し、平

れる決済用預金で資金

入金との相殺可能な範

ることとした。

イ 総括原価については、少

者電気料金を低廉化する努

発電所別の損益について

イ 各発電所とも遠隔操作方

人件費を削減してきている

水道事業部署との兼務など

要である。

しでも引き下げて消費

力が必要である。

よ

め、

巡視

式に切り替えるなど、

が、外部委託、工業用

さらに大幅な改善が必

よ

め、

巡視

り効率的な体制づくりと更な

平成 年４月から東部発電事

点検業務について外部委託の

り効率的な体制づくりと更な

平成 年４月から東部発電事

点検業務について外部委託の

るコスト縮減を図るた

務所において、施設の

試行を行っている。

るコスト縮減を図るた

務所において、施設の

試行を行っている。



（そ の ２）

第１

第２

１

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

山口県道路公社

公社の決算書の基本的なあ

び事業の管理

措置

果

り方

（主

措 置 の

務課 土木建築部道路整備課

内 容

）

経営成績及び財政状態並び

らかにするためには、現行制

制度変更については、当公

り、公社の全国組織等での検

に資金収支の状況を明

度では無理がある。

社のみでは困難であ

討が望まれる。

国

に関

した

そ

基準

あり

検討

方道

土交通省は平成 年１月 日

する会計検査院の指摘につい

。

の中で会計基準、決算表示に

が作成されていないことにつ

、今後、道路関係四公団民営

内容について積極的な情報提

路公社の全国組織等において

付けで「地方道路公社

て」と題した文書を発

ついて「統一的な会計

いてご指摘のとおりで

化の際の会計基準等の

供を行うなどして、地

統一的な会計基準が作

２ 財団法人やまぐち森と緑の公

成さ

県

況が

ある

地方

に基

社

れるよう指導していく。」と

としても、統一的な会計基準

県民にとって分かりやすいも

と考えており、地方道路公社

道路公社連絡協議会及び国土

準が作成されるよう公社を指

されている。

が示され公社の経営状

のになることは重要で

の全国組織である全国

交通省に協力して早急

導する。

（現「財団法人やまぐち農林振

特別会計（二十一世紀の森

ア 開設以来 年が経過して

る施設の老朽化が進み、維

て検討する時期になってい

少傾向が続いており、抜本

が望まれる。

興公社」）

会計） （主

おり、木造を主体とす

持補修、更新等につい

る。また、利用者の減

的な施設の改善、充実

二

用者

から

ち里

務課 農林水産部森林企画課

十一世紀の森施設については

に対するサービスの向上を図

指定管理者制度を導入し、有

山文化研究所に管理させるこ

）

、管理経費の縮減や利

るため、平成 年４月

限責任中間法人やまぐ

ととした。

３ 財団法人やまぐち森林担い手

財団助成事業

基本財産の運用益の減少に

いかざるを得ない事態を迎え

策が検討課題である。

財団 （主

伴い、事業を縮小して

ているため、今後の方

平

用方

充て

の財

な

とと

務課 農林水産部森林企画課

成 年度以降の実施事業数の

法の見直しを行うとともに、

るため基本財産の取り崩しを

源に充当した。

お、平成 年度以降について

もに基本財産の取り崩しを行

）

削減及び基本財産の運

なお不足する事業費に

行い、平成 年度まで

も同様の見直しを行う

い、平成 年度までの

４ 財団法人山口県健康福祉財団

研修事業特別会計

イ 研修の成果は、福祉の現

こそ、その効果が実現され

価時期、方法等を検討する

財源

（主

場において活用されて

るので、研修成果の評

必要がある。

研

め、

た。

に充てることとしている。

務課 健康福祉部厚政課）

修成果の評価時期、方法等を

平成 年度以降、随時、以下

追跡調査（上司からの聞取り

検討し、成果測定のた

の調査・研修を実施し

）

事後レポートの提出



フォローアップ研修の実施

６ 山口県流通センター株式会社

固定資産の管理について

ア 備品

固定資産の管理規程を

時期・方法等を定めてお

（主

作成し、現物との照合

く必要がある。

山

年

フォローアップ・アンケート

基礎知識テストの実施（研修

務課 商工労働部商政課）

口県流通センター株式会社固

４月１日に制定し、現物との

調査

前知識の測定）

定資産管理規程を平成

照合時期・方法等を規

現物との照合を効果的

帳の固定資産 を貼付す

定し

に行うため、現物に台

る必要がある。

平

た。

た。

成 年度に固定資産台帳の資産 を現物に貼付し



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体の財務事務及

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の ２

び事業の管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１ 財団法人やまぐち産業振興財

債務保証事業

ウ 債務保証事業は、全国的

いて事業が行われていない

える事業収入がないことか

収、廃止も検討してもいい

る。

意見

団 （主

にごく一部の地域を除

こと、固定費をまかな

ら、他の事業への吸

のではないかと考え

債

実施

もあ

務課 商工労働部経営金融課

務保証事業は、中小企業新事

している事業であり、現在債

ることから、当面継続する。

）

業活動促進法に基づき

務保証を継続中の案件

ウ 現行の設備貸与機関標準

の計上区分を次のとおり改

法人全国中小企業設備貸与

検討されてはいかがであろ

流動資産に計上するこ

賦設備、未収損害賠償金

定資産に計上すること。

会計基準に基づく資産

めることについて財団

機関協会へ提言されて

うか。

ととされている未収割

、未収規程損害金を固

平

業設

りの

成 年 月に、上部団体であ

備貸与機関協会において検討

資産計上区分とされた。

る財団法人全国中小企

された結果、現行どお

２ 財団法人山口県下水道公社

事業費について

イ 将来施設用地は 年程度

とから、その間の維持管理

費用、場内草刈り等費用）

法を考える必要がある。

（主

先の整備予定であるこ

費用（植樹帯維持管理

負担を減らす有効利用

平

つい

設工

り、

る。

ま

務課 土木建築部都市計画課

成 年度に全体計画を見直し

ても処理施設の配置計画を行

事に着手すべく事業認可に位

管理面積については減少して

た、現在、大部分については

）

、将来施設用地部分に

い、今後５年以内に増

置づけたところであ

いくこととなってい

周南流域下水道事業推

周南浄化センターの委託費

ア 運転業務について、随意

り、競争入札を実施すれば

想定される。公社としては

期的な安定性確保の必要性

が、３ ５年の長期契約の

進協

いる

について

契約では価格は高くな

価格は低くなるものと

、運転管理業務の中長

も考慮する必要がある

実施等制度上の問題も

浄

指定

の上

日ま

減が

議会が維持管理を行っており

。

化センターの維持管理につい

管理者制度を導入し、公募に

、指定期間を平成 年４月１

での５年間としたところであ

図られている。

、費用負担を減らして

ては、平成 年度から

より民間事業者を選定

日から平成 年３月

り、維持管理費用の縮

含め検討の必要がある。



平成 年度包括外部監査の結果に基づき措置した内容等について

第１

第２

包括外部監査の特定事件

中央病院事業会計に係わる財

精神病院事業会計に係わる財

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

（そ の １

務の事務の執行及び経営管理

務の事務の執行及び経営管理

措置

果

）

措 置 の 内 容

１

（

中央病院事業会計について

現「総合医療センター事業会

監査結果個別事項

オ 督促訪問等については、

把握が行われているのみで

に対する今後の対応につい

成されていない。これでは

分である。また、既存デー

計」）

（主

実施した結果の件数の

、未納となっている者

て、具体的な資料が作

、管理資料として不十

タベース（「患者情

平

によ

トワ

して

務課 健康福祉部医務保険課

成 年度より、未納者につい

りデータベース化してパスワ

ークへの接続禁止など機密保

おり、高額未納者については

）

て、患者情報システム

ードの設定や外部ネッ

持に注意しながら管理

、事実経過の情報に合

２

報」）については、機密保

い、有効活用する必要があ

ケ 薬品使用数と診療報酬単

時々照合し、使用効率を検

精神病院事業会計について

持に最善の注意を払

る。

わせ

理が

価算定上の数量とを

討する必要がある。

平

薬品

的に

こと

（主

今後の対応方針も入力するよ

行えるものとした。

成 年度より、患者別の払出

システムを導入し、医

突合チェックを行うことによ

とした。

務課 健康福祉部医務保険課

う改め、適切に債権管

データ管理が可能な医

事会計システムと定期

り、使用効率を高める

）

（現「こころの医療センター事

監査結果個別事項

ウ 患者負担分未収金の滞留

とがうかがえ、これをいか

課題である。

エ 未収金整理表の記載不備

添付資料の整備不備（督促

業会計」）

未収が増加しているこ

に回収すべきかが重要

従

促に

（家

制を

（記録欄未記入）や、

状添付無し）があり、

平

促の

前より実施してきた文書（督

加え、平成 年度より、誓約

庭事情に応じた制度紹介等）

強化することにより収納率向

成 年度より、未収金整理票

状況を記載するとともに、督

促状）や電話による督

書の徴取や納入相談

を開始し、納入督促体

上に努めた。

には、督促等ごとに督

促状発布一覧を作成

最終的に不納欠損処理に至

れる。

カ 過誤納金（医療費の本人

年度中に２件発生してお

の不足による病院側のコン

によるものである。

ヘ 独身寮は空家になってお

する程度である。病院建替

る原因の一つと考えら し、

負担分）の還付が平成

り、これは入力時確認

ピュータ端末入力誤り

平

者に

徹底

り、時々研修生が使用

え後も残る予定とのこ

独

て引

適切な債権管理を行うことと

成 年度より診療報酬の窓口

委託するとともに、業者によ

させ、誤りの防止に努めた。

身寮は、看護学生の控室やミ

き続き利用していくこととし

した。

請求額の入力を専門業

る入力内容の再確認を

ーティングルームとし

た。

とであるが、独身寮の利用

る。

医師公舎１戸も空屋とな

を考える必要がある。

レ 公衆電話は設置者による

る。年度末残高を実査し、

費が医業費用に含まれてい

マイナスで計上する必要が

方法を検討すべきであ

っている。同様に利用

医

施設

現金の管理が必要であ

医業外収益（又は通信

る場合は医業費用）の

ある。

平

し公

び管

師公舎については、平成 年

として活用している。

成 年度に県による設置を廃

衆電話の設置箇所の行政財産

理は患者家族会が行うことと

度に改修し、デイケア

止し、患者家族会に対

使用を許可し、設置及

した。



（そ の ２）

第１

第２

１

包括外部監査の特定事件

山口県立大学の経営に係わる

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

重要な指摘事項について

効率性について

財務の事務の執行及び経営管

措置

果

（主

理

措 置 の

務課 総務部学事文書課）

内 容

大学と本庁それぞれで予算

についての結果がまとめられ

行の効率性が判定できない。

方法を検討する必要があり、

の財務についての指標を把握

の意見を求めることから始め

諸会費について

諸会費のうち、学部教育研

執行がされているもの

ていないため、予算執

予算の効率性を高める

そのためには、すべて

し、公表し、識者から

る必要がある。

平

方独

諸表

てい

究充実費等の実験実習 平

成 年４月に地方独立行政法

立行政法人法で規定されてい

の作成・公表、第三者機関に

く。

成 年４月の地方独立行政法

人に移行しており、地

る貸借対照表等の財務

よる業績評価を実施し

人への移行にあわせ、

２

費が各学部権限の中で収納・

が、その取扱いについては、

するなどの検討が必要である

項目別監査結果

収支項目についての監査結

ア 入学料、授業料及び諸会

授業料

支出処理されている

大学の予算として処理

。

学部

て会

果

費について

教育研究充実費等の必要な諸

計処理を行うこととした。

会費は法人の収入とし

諸会費のうち学部教

学部の場合は学部実験

験実習費である。大学

の権限で収納、支出処

問が残る。今後検討す

資産の管理についての監査

ア 公有財産について

運転士

育研究充実費（生活科

実習費）については実

の収入とせずに各学部

理していることには疑

べき課題である。

平

学部

て会

結果

成 年４月の地方独立行政法

教育研究充実費等の必要な諸

計処理を行うこととした。

人への移行にあわせ、

会費は法人の収入とし

大型乗用車は、その

に必要ということであ

燃料費以外の維持費も

必要性を検討する必要

イ 工事請負費及び需用費で

うち、修繕費と判断される

されていない。資産的に価

わったもの、または、耐用

使用頻度を勘案し、特

ればやむを得ないが、

平

通乗

多いと考えられ、その

がある。

幅広

処理されているものの

ものが物品台帳に記載

値があるものに置き換

年数が伸びるものであ

地

価の

帳に

る。

成 年３月に大型乗用車を物

用車を導入することにより、

く有効活用している。

方独立行政法人に承継する財

実施と耐用年数の設定を行い

記載し、法人の諸規程に基づ

品管理課に返納し、普

職員の出張等を含め、

産については、時価評

、これらを固定資産台

き適正に管理してい

れば財産台帳に管理すべき

今後行政コストを検討す

となる。

ウ 備品の現物チェックにつ

備品の現物との突合にお

出しがなされているものが

則によれば学外持ち出しは

い。大学として、全品につ

である。

るとなると必要な項目

いて

いて、自宅等への持ち

あった。山口県物品規

、原則認められていな

いて早急に調査する必

平

を終

成 年 月までに物品出納保

え、物品出納保管簿の整理を

管簿と現品の突合調査

行った。

要がある。



エ 職員公舎のうち吉敷公舎は警察と半分ずつ使用 吉敷公舎は、公舎数の不足している警察本部へ所管替

しているが、老朽化が著し

である。

く、入居率も半分程度 えを行うことにより、有効活用を図ることとした。



（そ の ３）

第１

第２

１

（

包括外部監査の特定事件

財政的援助団体等の財務事務

包括外部監査の結果に基づく

次のとおり

監 査 結

財団法人山口県教育財団

現「財団法人山口県ひとづく

及び事業の管理

措置

果

り財団」）

（主

措 置 の

務課 教育庁教育政策課）

内 容

重要な指摘事項

イ 有効性・効率性について

ふれあいパーク、スポー

見通しが立てられていない

が計画に対して、どのよう

ついて、判定ができない。

を判定するため収支見通し

ツ交流村の中長期収支

ため、事業の実施結果

な進捗状況であるかに

事業の有効性、効率性

は必ず必要である。

平

者の

ポー

共・

性を

こと

成 年度から、指定管理者制

立てる長期収支計画（平成

ツ交流村のみ平成 年度から

公益性の観点と経営的視点の

判定し、適切な施設運営、事

とした。

度を導入し、指定管理

年度からの５年間、ス

の４年間）により、公

双方から有効性、効率

業展開の確保に努める

ウ 経済性について

オフピーク時（閑散期

すべきである。特に冬期

がなされていない施設（

管理方法を検討する必要

ないと判断するのであれ

員を残して職員は別の業

の検討を行う必要がある

）の施設の管理を考慮

においてほとんど利用

油谷青年の家など）の

がある。利用者が増え

ば、閑散期には管理要

務を行うか、外部委託

。予約センターを設置

平

用率

１施

な

につ

る不

徴を

成 年度から、民間の活力と

の向上、管理コストの削減を

設を除き、指定管理者制度を

お、直営施設（十種ヶ峰青少

いても、利用率向上の観点も

登校児童生徒支援事業等を実

生かした効率的な運営に努め

創意工夫を生かし、利

図るため、直営にする

導入することとした。

年野外活動センター）

踏まえ、体験活動によ

施するなど、施設の特

ることとした。

して全施設を集中管理す

要はないと考える。

会計区分ごと、事業所ごと

果

ウ 施設毎の監査結果

全施設とも利用者を予

しが作成されていない。

れば、毎日開所する必

施設ごとの個別監査結

測した中・長期の見通 平

者が

こと

成 年度から、指定管理者制

立てる中長期収支計画により

とした。

度を導入し、指定管理

、効率的な運営を行う

スポ

「

ーツ交流村

リーディング・プロジェクト

ま

につ

る不

徴を

く中

山口県スポーツ交流村 平

た、直営施設（十種ヶ峰青少

いても、利用率向上の観点も

登校児童生徒支援事業等を実

生かした効率的な運営を行う

・長期の利用者見通しを作成

成 年度から、指定管理者制

年野外活動センター）

踏まえ、体験活動によ

施するなど、施設の特

こととし、これに基づ

することとした。

度を導入し、指定管理

推進

利用

はな

まま

標を

計画書（平成２年３月）」を

形態の想定は記載されていた

い。計画がプロジェクトとし

実施されたとすれば、開業後

何に求めるべきか判断がつか

閲覧したところ、年間

が、具体的な収支計画

て金額的な評価もない

の費用対効果の測定指

ない。

者が

の観

し、

た。

立てた指定期間中の収支計画

点と経営的視点の双方から有

適切な施設運営、事業展開の

により、公共・公益性

効性、効率性を判定

確保に努めることとし
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